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はじめに 
 

日ごろから、適切な苦情解決のための体制整備と利用者本位の福祉サービス

の提供に御尽力されている各事業者の皆様をはじめ、本委員会の事業に御理解、

御協力をいただいております関係各位に感謝申し上げます。 

さて、２０００年の社会福祉基礎構造改革で改正された社会福祉法第８２条

により、社会福祉事業の経営者は、常に提供する福祉サービスについて、利用

者等からの苦情に対して、適切な解決を求められるようなってから、既に２０

年以上が経過しています。 

しかしながら、本委員会への相談の中には、利用者は「文句を言ったら退所

させられるかもしれない。退所したらどこにも行くあてがない。」や「不満はあ

るけど、事業所には家族がお世話になっているから我慢するしかない。」という

気持ちが抜けきれず、制度上対等な立場になったとしても「我慢するしかない。」

などの心情が現在も見受けられます。 

そこで、本委員会では、福祉サービスの利用者等からの苦情・相談に対する

必要な助言や調査をはじめ、事業者及び第三者委員の適切な苦情解決のための

研修会の開催や、事業所への巡回訪問などを行っているところです。 

本調査は、県内の事業所における苦情解決に対する取組状況を把握するとと

もに、事業所段階での適正な苦情解決の推進を支援し、今後の苦情解決制度の

啓発・普及を図ることを目的に毎年度実施しております。 

とくに、本年度はコロナ禍も落ち着いたことから、各事業所の利用者間や家

族とのコミュニケーションなどが徐々に通常のサービスに戻っていく中で、利

用者や家族などからの事例も寄せられています。 

また、巡回訪問を実施させていただいた事業者からは「（本集計結果の）事例

をもとに職員研修を実施し、リスクマネジメント管理に役立てている。」との声

もいただいております。 

最後になりましたが、本年度も御回答をいただいた各施設・事業者様には厚

くお礼を申し上げますとともに、本集計結果が各事業所における適切な苦情解

決と、なお一層の利用者本位の質の高いサービスの実現のための参考書になれ

ば幸いでございます。 

 

  令和７年１２月 

 

熊本県運営適正化委員会  

委員長 三 角   恒  
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Ⅰ 令和７年度福祉サービスの苦情解決に関する状況調査集計結果 

 

１ 調査対象事業所の種別と回答状況について 

調査対象事業所種別 調査数 回答数 回答率 

老人福祉施設 256か所 255か所 99.6％ 

障がい者福祉施設・事業所 423か所 390か所 92.2％ 

保育所 467か所 358か所 76.7％ 

認定こども園 114か所 93か所 81.6％ 

児童福祉関連施設（障がい児施設・母子生活

支援施設を含む） 
38か所 38か所 100.0％ 

社会福祉協議会（事業所を含む） 55か所 51か所 92.7％ 

救護施設 7か所 7か所 100.0％ 

合 計 1,360か所 1,192か所 87.7％ 

 

２ 苦情解決の体制等について 

(1) 苦情解決のマニュアル、規程等について 

調査対象事業所種別 
回答 

事業所数 
作成している 

作成していない（理由） 

作成予定 

運営主体

の法人の

規定に定

めている 

施設しお

り、法人

の概要等

に記載し

ている 

その他 

老人福祉施設 255か所 251か所 98.4% 3か所  0か所 1か所  0か所  

障がい者福祉施設・事
業所 

390か所 357か所 91.5% 11か所 15か所 4か所 3か所  

保育所 358か所 325か所 90.8% 4か所  5か所 23か所 1か所  

認定こども園 93か所 93か所 100.0% 0か所 0か所 0か所  0か所  

児童福祉関連施設（障が

い児施設・母子生活支援施設

を含む） 
38か所 38か所 100.0% 0か所  0か所 0か所 0か所  

社会福祉協議会（事業所

を含む） 
51か所 45か所 88.2% 0か所 5か所  1か所  0か所  

救護施設 7か所 7か所 100.00% 0か所  0か所  0か所  0か所  

合 計 1,192か所 1,116か所 93.6% 18か所 25か所 29か所 4か所 

※ 苦情解決マニュアル・規程等を作成していない施設・事業所が76か所(6.4％)ありました。作成し
ていない施設・事業所においては、平成12年6月7日付け厚生省通知「社会福祉施設の経営者による福
祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」(平成29年3月7日付一部改正）を参考に「福
祉サービス苦情解決体制」としてのマニュアル・規程等を作成する必要があります。 
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(2) 第三者委員の設置について 

調査対象 

事業所種別 

回答事業

所数 
設置済み 

設置していない（理由） 

設置予定 

運営主体

である法

人体制(役

員・職員)

で対応し

ているた

め 

第三者委

員を設置

する予算

がないた

め 

第三者委

員として

適切な人

材がいな

いため 

その他 

老人福祉施設 255か所 245か所 96.1% 0か所 9か所 0か所 1か所 0か所 

障がい者福祉
施設・事業所 

390か所 228か所 58.5% 14か所 88か所 34か所 20か所 6か所 

保育所 358か所 337か所 94.1% 2か所 11か所 5か所 1か所 2か所 

認定こども園 93か所 91か所 97.9% 0か所 2か所 0か所 0か所 0か所 

児童福祉関連
施設（障がい児

施設・母子生活

支援施設を含

む） 

38か所 31か所 81.6% 0か所 4か所 3か所 0か所 0か所 

社会福祉協議
会（事業所を含

む） 
51か所 49か所 96.1% 1か所 0か所 0か所 0か所 1か所 

救護施設 7か所 7か所 100.00% 0か所 0か所 0か所 0か所 0か所 

合 計 1,192か所 988か所 82.9% 17か所 114か所 42か所 22か所 9か所 

※ 運営主体である社内体制（役員・職員）で対応していることを理由に設置していない施設・事業所
を含め204か所（17.1％）が未設置となっています。 

※ 福祉サービス利用者の立場から公正中立である「福祉サービス苦情解決体制における第三者委員」
については、平成12年6月7日付け厚生省通知「社会福祉施設の経営者による福祉サービスに関する
苦情解決の仕組みの指針について」(平成29年3月7日付一部改正）を参考に設置の検討が必要です。 

 

(3) 第三者委員の報酬等について 

調査対象 
事業所種別 

設置 
事業所数 

報酬・交

通費共に

支払って

いない 

交通費の

実費を支

払ってい

る 

報酬を支払っている 

年額 月額 日額 その他 

老人福祉施設 245か所 154か所 40か所 2か所 0か所 45か所 4か所 

障がい者福祉施
設・事業所 

228か所 160か所 35か所 2か所 2か所 24か所 5か所 

保育所 337か所 278か所 28か所 8か所 1か所 17か所 5か所 

認定こども園 91か所 74か所 10か所 0か所 0か所 7か所 0か所 

児童福祉関連施設
（障がい児施設・母子生

活支援施設を含む） 
31か所 18か所 5か所 0か所 0か所 8か所 0か所 

社会福祉協議会（事

業所を含む） 
49か所 13か所 28か所 0か所 0か所 8か所 0か所 

救護施設 7か所 3か所 1か所 0か所 0か所 3か所 0か所 

合 計 988か所 700か所 147か所 12か所 3か所 112か所 14か所 

※ 平成12年6月7日付け厚生省通知「社会福祉施設の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の
仕組みの指針について」（平成29年3月7日一部改正）においては、「第三者委員の報酬は中立性の確保
のため、実費弁償を除きできる限り無報酬とすることが望ましい。ただし、第三者委員の設置の形態
又は報酬の決定方法により中立性が客観的に確保できる場合には、報酬を出すことは差し支えない。」
としています。 
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(4) 第三者委員の職種と人数について 

調査対象 
事業所種別 

設置
事業
所数 

民生委員 
児童委員 

法人の監事や
評議員 

弁護士 その他 

(か所) (か所) 
平均 

(人) 
(か所) 

平均 

(人) 
(か所) 

平均 

(人) 
(か所) 

平均 

(人) 

老人福祉施設 245 89 1.6 165 1.8 18 1.0 129 1.6 

障がい者福祉施設・
事業所 

228 66 1.6 138 1.9 16 1.0 143 1.7 

保育所 337 172 1.7 173 1.5 29 1.0 169 1.6 

認定こども園 91 47 1.6 65 1.3 3 1.3 51 1.6 

児童福祉関連施設（障

がい児施設・母子生活支援

施設を含む） 
31 10 1.4 19 1.4 3 1.3 19 2.2 

社会福祉協議会（事業

所を含む） 
49 38 1.5 31 1.3 3 1.3 30 1.5 

救護施設 7 3 1.7 4 1.3 0 0.0 4 2.0 

合 計 988 425 1.6 595 1.5 72 1.2 545 1.7 

※ 第三者委員には、法人の監事や評議員が多く就任されていますが、保育所や認定こども園、社協に
おいては、民生委員児童委員が多く就任されています。 

 

(5) 第三者委員の活動について(複数回答) 

調査対象 
事業所種別 

設置事業
所数 

定期的に
報告を受
けている 

利用者等
から苦情
を受けた 

話し合い
に立ち合
い助言 

定期的に
訪問して
いる 

その他 

老人福祉施設 245か所 198か所 6か所 5か所 59か所 10か所 

障がい者福祉施設・事
業所 

228か所 150か所 11か所 12か所 62か所 20か所 

保育所 337か所 179か所 11か所 10か所 80か所 29か所 

認定こども園 91か所 68か所 3か所 4か所 21か所 6か所 

児童福祉関連施設（障が

い児施設・母子生活支援施設

を含む） 
31か所 24か所 0か所 0か所 5か所 2か所 

社会福祉協議会（事業所

を含む） 
49か所 21か所 1か所 0か所 10か所 16か所 

救護施設 7か所 6か所 0か所 1か所 1か所 1か所 

合 計 988か所 646か所 32か所 32か所 238か所 84か所 

※ 第三者委員の施設・事業所への定期的な訪問も多くありますが、施設・事業所からの定期的な報告
が最も多くあります。 

※ その他には、「苦情等発生時に対応している」や「苦情がなく報告していない」「研修会に参加して
いる」としている施設・事業所がありましたが、苦情等がない場合も定期的な情報交換を行い、連携
を図りながら利用者支援を行うことも必要です。 
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３ 苦情受付・解決状況について 

調査対象 

事業所種別 

令和６年度 令和７年度 

苦情受付(件) 

苦
情
以
外
の 

受
付
件
数 

苦情受付(件) 

苦
情
以
外
の 

受
付
件
数 

受
付
件
数 

解
決
し
た
件
数 

解
決
率 

第
三
者
委
員
が 

関
わ
っ
た
件
数 

受
付
件
数 

解
決
し
た
件
数 

解
決
率 

第
三
者
委
員
が 

関
わ
っ
た
件
数 

老人福祉施
設 

471 468 99.4% 13 548 497 482 97.0% 11 457 

障がい者福
祉施設・事
業所 

443 429 96.8% 11 490 509 492 96.7% 7 911 

保育所 167 158 94.6% 21 131 182 178 97.8% 10 237 

認定こども
園 

85 82 96.5% 1 55 80 78 97.5% 2 55 

児童福祉関
連施設（障

がい児施設・

母子生活支援

施設を含む） 

66 65 98.5% 1 91 79 79 100.0% 0 101 

社会福祉協
議会（事業所

を含む） 
68 66 97.1% 0 39 53 47 88.7% 1 82 

救護施設 54 54 100.0% 0 112 69 69 100.0% 1 207 

合 計 1,354 1,322 97.6% 47 1,466 1,469 1,425 97.0% 32 2,050 

※ 令和７年度は、老人福祉施設、障がい者福祉施設・事業所、保育所、救護施設において、苦情件数
が特に多くなっています。また、全体的には苦情以外の受付件数も増加しています。 

 

４ 苦情の申出人について 
調査対象 
事業所種別 

受付
件数 

利用者本人 
利用者の保
護者・家族 

民生委員 代理人 その他 

老人福祉施設 497 233 46.9% 226 45.5% 0 0.0% 0 0.0% 38 7.6% 

障がい者福祉施設・
事業所 

509 338 66.4% 142 27.9% 0 0.0% 2 0.4% 27 5.3% 

保育所 182 1 0.6% 167 91.7% 0 0.0% 0 0.0% 14 7.7% 

認定こども園 80 1 1.2% 71 88.8% 0 0.0% 0 0.0% 8 10.0% 

児童福祉関連施設 
（障がい児施設・母子生活

支援施設を含む） 
79 70 88.6% 8 10.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3% 

社会福祉協議会 
（事業所を含む） 

53 26 49.1% 14 26.4% 2 3.8% 1 1.9% 10 18.8% 

救護施設 69 68 98.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.4% 

合 計 1,469 737 50.2% 628 42.8% 2 0.1% 3 0.2% 99 6.7% 

※ 利用者本人からの苦情申し出の割合が多いのは、救護施設、児童福祉関連分野、障がい者福祉施
設・事業所の順でした。利用者本人からの苦情申し出が多い理由としては、障がいがある方の積極的
な福祉サービスの利用が背景にあると考えられます。 
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５ 苦情の内容について 

調査対象 
事業所種別 

苦情申出
件数 

施設設
備の改
善 

排せつ
介助 

食事 
職員の
言動 

入浴 
金銭管
理 

事件 
事故 

利用契
約 

利用料
等 

利用者
間のト
ラブル 

人権問
題 

その他 

老人福祉施設 497 件 
50 件 16 件 15 件 160 件 22 件 2 件 20 件 5 件 6 件 78 件 6 件 117 件 

10.1% 3.2% 3.0% 32.2% 4.4% 0.4% 4.0% 1.0% 1.2% 15.7% 1.2% 23.6% 

障がい者福祉施設・事業所 509 件 
32 件 7 件 12 件 142 件 2 件 11 件 6 件 1 件 3 件 180 件 3 件 110 件 

6.3% 1.4% 2.3% 27.9% 0.4% 2.1% 1.2% 0.2% 0.6% 35.4% 0.6% 21.6% 

保育所 182 件 
23 件 0 件 3 件 88 件 0 件 0 件 3 件 2 件 0 件 18 件 3 件 42 件 

12.7% 0.0% 1.6% 48.4% 0.0% 0.0% 1.6% 1.1% 0.0% 9.9% 1.6% 23.1% 

認定こども園 80 件 
3 件 0 件 2 件 46 件 0 件 0 件 3 件 1 件 1 件 7 件 7 件 10 件 

3.8% 0.0% 2.5% 57.5% 0.0% 0.0% 3.7% 1.3% 1.3% 8.7% 8.7% 12.5% 

児童福祉関連施設（障がい児施

設・母子生活支援施設を含む） 
79 件 

6 件 0 件 16 件 12 件 0 件 1 件 1 件 0 件 0 件 22 件 1 件 20 件 

7.5% 0.0% 20.2% 15.2% 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 27.8% 1.3% 25.4% 

社会福祉協議会（事業所を含む） 53 件 
0 件 0 件 0 件 33 件 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 2 件 1 件 16 件 

0.0% 0.0% 0.0% 62.2% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 1.9% 30.2% 

救護施設 69 件 
4 件 0 件 2 件 25 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 25 件 0 件 13 件 

5.8% 0.0% 2.9% 36.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.2% 0.0% 18.9% 

合 計 1,469 件 
118 件 23 件 50 件 506 件 25 件 14 件 33 件 9 件 10 件 332 件 21 件 328 件 

8.0% 1.6% 3.4% 34.5% 1.7% 0.9% 2.3% 0.6% 0.7% 22.6% 1.4% 22.3% 

※ 令和６年度と比較すると「職員の言動」が30.3%から34.5%に、「人権問題」は0.9%から1.4%に増加しています。 
※ 「職員の言動」は昨年に引き続き、苦情の中では１位となっています。 
※ 令和６年度は、回答した1,097か所から1,354件(1か所あたり1.23件)の苦情がありましたが、今年度は、1,192か所から1,469件(1か所あたり1.23件)と1か所あ
たりの件数はほぼ同じでした。 

※ 同様に事業所種別ごとに苦情申出件数の割合をみると、老人福祉施設は2.06件から1.95件、認定こども園は1.00件から0.86件、社会福祉協議会は1.31件から1.04
件へ減少しています。一方で、障がい者福祉施設・事業所は1.24件から1.31件、保育所は0.49件から0.51件、児童福祉関連施設は2.06件から2.08件、救護施設は
9.00件から9.86件へ増加しています。 
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６ 苦情の具体的な解決方法について 

調査対象 
事業所種別 

苦情申出
件数 

苦情解決責任者・
苦情受付担当者と

の話し合い 

第三者委員を加え
ての話し合い 

その他 

老人福祉施設 497 件 437 件 87.9% 7 件 1.4% 53 件 10.7% 

障がい者福祉施設・事
業所 

509 件 394 件 77.4% 3 件 0.6% 112 件 22.0% 

保育所 182 件 135 件 74.2% 2 件 1.1% 45 件 24.7% 

認定こども園 80 件 78 件 97.4% 1 件 1.3% 1 件 1.3% 

児童福祉関連施設（障

がい児施設・母子生活支援

施設を含む） 
79 件 73 件 92.4% 0 件 0.0% 6 件 7.6% 

社会福祉協議会（事業所

を含む） 
53 件 41 件 77.4% 0 件 0.0% 12 件 22.6% 

救護施設 69 件 68 件 98.6% 1 件 1.4% 0 件 0.0% 

合 計 1,469 件 1,226 件 83.5% 14 件 0.9% 229 件 15.6% 

※ 最終的な解決方法については、昨年度同様に、苦情解決責任者・受付担当者との話し合いでの解決
が最も多く、苦情の多くが施設・事業所段階で解決されています。 

 

７ 苦情解決の仕組みを利用者や家族へどのように周知しているかについて 

（複数回答可） 

調査対象 
事業所種別 

事
業
所
内
で
の
ポ
ス
タ
ー

等
の
掲
示 

広
報
誌
（
園
だ
よ
り
）
へ

の
掲
示 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載 

集
会
・
家
族
会
で
の
説
明 

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
へ
の
掲
載 

重
要
事
項
説
明
書
や
契
約

書
へ
の
明
記 

そ
の
他 

老人福祉施設 158か所 20か所 41か所 22か所 15か所 218か所 6か所 

障がい者福祉施設・事
業所 

207か所 19か所 43か所 54か所 8か所 348か所 11か所 

保育所 123か所 107か所 58か所 62か所 80か所 138か所 35か所 

認定こども園 41か所 27か所 14か所 16か所 13か所 57か所 3か所 

児童福祉関連施設（障

がい児施設・母子生活支援

施設を含む） 
24か所 2か所 10か所 4か所 3か所 21か所 4か所 

社会福祉協議会（事業所

を含む） 
34か所 7か所 14か所 0か所 1か所 34か所 1か所 

救護施設 6か所 1所 1か所 1か所 0か所 0か所 2か所 

合 計 593か所 183か所 181か所 159か所 120か所 816か所 62か所 

※ 昨年度から当該アンケートを実施しておりますが、昨年度と同様に重要事項説明書や契約書への
明記、事業所内でのポスター等の掲示の順で多く周知されていました。 
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Ⅱ 苦情内容と対応結果 

 

１ 老人福祉施設 

№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

1 
特別養護老人

ホーム 
家族 

隅々まで掃除機をかける職員
もいればかけない職員もいる。掃
除をする範囲も違う。できていな
い職員に指導をしてもらいたい。 

利用者家族へ謝罪し、全職員が同じ内
容のサービス提供ができるよう指導し、
努めるようにすることを約束し、解決し
た。 

2 
特別養護 
老人ホーム 

利用者
本人 

夜間のおむつ交換の際、不快な
思いをした。（足を挙げられた、何
度もゴロゴロとされた。） 

申出人へ謝罪を行い、職員への聞き取
り、内容を確認した。以降、苦情はなくな
った。 

3 
特別養護 
老人ホーム 

家族 

誤薬事故が発生した同じ利用
者に後日、内出血形成が認められ
た。内出血は施設利用中に形成し
たものではない可能性もあった
が、家族は「職員の虐待があるの
でははないか？」との疑念を持た
れ、苦情申出に繋がった。 

家族が行政に相談（苦情申出）をされ、
調査が行われた。結果、虐待の事実はなか
ったとの認定があり、それを行政から苦
情申出者へ伝えられた。誤薬防止マニュ
アルを再作成し、誤薬を防止するために、
全体会議等で職員へ周知した。 

4 
特別養護 
老人ホーム 

家族 

入所者が褥瘡で入院となった
際、施設職員で送迎し、家族にも
病院に来てもらった。家族は職員
から「あとはお願いします。」と言
われたため「職員から詳しい説明
がなかった。『あとはお願い』って
あまりにも無責任に感じた。対応
した職員では話にならないので
ケアマネと話したい。」との申出
があった。 

担当ケアマネが訪問して謝罪。その後
苦情報告書を作成し会議で原因分析、対
応策など検討。謝罪し以後気をつけると
いうことを伝えて家族も了承された。 

5 
特別養護 
老人ホーム 

家族 

家族連絡先の転記ミスで、病状
の説明が滞ってしまったことで
信頼関係が築けなくなった。 

一連の経緯を説明し謝罪した。信頼関
係が築けなくなったとのことで希望退所
された。入所者全員の連絡先を再確認し、
家族への説明を密に行うことを全職員で
共有した。 

6 
特別養護 
老人ホーム 

家族 

夜勤職員が夜中に何度も居室
ドアをノックする。叩かないよう
にして欲しい。（2023年3月から聞
かれるようになった。） 

家族が監視カメラの設置を希望され、
職員からも潔白を示すためにと要望があ
ったために居室ドアが見える位置に監視
カメラを設置した。本人が聞こえた時間
の録画を本人と施設長が一緒に確認した
が何も映っていなかった。ノック音が聞
こえても確認を拒否するようになり、本
人は前のユニットでは職員がノックして
嫌がらせをすると考えていたようである
が、移動後に苦情は聞かれない。家族から
も苦情を聞くことはなくなった。 

7 
特別養護 
老人ホーム 

家族 

① 家族へ意向の聞き取りを行
っている際に「爪が伸びていま
すので気になります。耳も赤く
なっています。」と話され、「爪
はこまめに切ってほしい。皮膚
の乾燥に注意してほしい。」と
の要望を受けた。 

② 家族との面会の日、後にその
家族から電話で「散髪を依頼し
た際、髪を短めに切ってほしい
と要望していたが、今日見たと
きに散髪をした感じがしなか
った。また、散髪代の領収証も
もらっていない。散髪をしてあ
るのかどうか説明をしてほし
い。」との苦情があった。 

家族に謝罪を行い、次のとおりとした。 
①については、利用者が手で皮膚を触

ることもあると説明し、今後は爪切りを
適切に行い、皮膚の乾燥に対してもサー
ビス計画書に明記し対応していくと説明
した。また、ユニットリーダーにも説明
し、週に1回の爪切りをサービス計画書に
明記し、実施日と対応者を記録するよう
にした。 
②については、今後も散髪に対する家

族の要望を業者に伝え、必要時は切りな
おしていただくこととした。また、領収証
は手渡しではなく、家族に郵送にてお渡
しするようにした。 
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

8 
特別養護 
老人ホーム 

家族 

面会時、介護員の利用者に対す
る発言内容に家族が疑問を持っ
た。 

担当上席及び施設長に連絡し、家族に
謝罪し内容を説明した。法人及び当該職
員の謝罪を受け入れ、その後も引き続き
ご利用いただいた。日頃の言動を再確認
し、職場内研修、教育内容の見直しを行っ
た。 

9 
特別養護 
老人ホーム 

家族 

面会後に連絡があり、「いつも
暖かくしてもらっているのに、今
日はベッドで寝ていたが薄手の
布団しかかけてなかった。声を掛
けても今までは目を開けたり、声
を出したりしていたのに反対を
向いて機嫌が悪かった。高齢にな
ると寒く感じるし、寒がりだった
ので帰ってから気になった。ま
た、10年ほど前の職員の言動につ
いても思い出したので注意をし
ておいて欲しい。」と話された。 

急に寒くなった時期で衣替えはしてい
たが、昼に暖かい日もあったことから布
団はまだそのままだった。連絡後にすぐ
に交換を行った。10年ほど前の職員につ
いては、確認をしたところ既に辞めてい
る者であったため、その旨を伝えたとこ
ろ「辞められているなら良いです。」と言
われた。その後は良い関係が築けている。 

10 
特別養護 
老人ホーム 

家族 

「面会に行った時、本人から体
調不良があったことを聞いたが、
施設から報告がなかった。また、
今の体調を看護部から説明を受
けたが上から目線で話され不愉
快で不信感に繋がった。」との電
話連絡があった。 

電話で家族の話を傾聴し、再度家族の
意向を伺い謝罪した。怪我や体調不良等
で臨時薬が処方されたときや、臨時薬等
の処方はなくても、細やかな状態報告を
徹底していくことを伝えたところ、納得
していただいた。 
普段と違う体調やケガ等で様子を観察

し、臨時薬を使用する場合は必ず家族へ
連絡を行うこととした。 
その後、体調が回復された時に再度連

絡する。説明が上から目線であったこと
に対してはお伝えする時の声のトーンや
ゆっくりわかりやすい言葉でお伝えする
ように改善した。 

11 
特別養護 
老人ホーム 

 

利用者
本人 

施設のロビーで、いつも朝から
ずっと大声で騒ぎ居座っている
利用者がいて新聞も読めない。ま
た、お菓子を散らし、酒を飲んで
いる人もいるようだ。ロビーで飲
食は駄目だろう。何とかして欲し
い。 

大声で話している入居者に注意すると
共に、ロビーでの飲食は禁止の旨を伝え
た。併せて、ロビーに備えているテーブル
に飲食禁止との張り紙をした。また、この
騒ぎの中心人物の担当ケアマネに相談
し、デイサービスの利用日を週１日増や
してもらった。 

12 
特別養護 
老人ホーム 

利用者
本人 

おむつのマジックテープが当
たり皮膚がすれて痛い。夜も眠れ
ない。おむつ交換の時に職員が引
っ張り、痛いと言ったのにその
時、謝りもしなければ確認もしな
かった。その後も別の職員に見て
もらったが、「どうもなっていな
い。」と言われたがずっと痛い。ち
ゃんと見て手当してほしい。 

嘱託医の診察により、看護職員が保護
剤を塗布した。そのうえで、本人と介護者
と苦情担当者で話し合い、言動について
の確認と注意を行い、マナー研修を実施
した。 

13 
特別養護 
老人ホーム 

利用者
本人 

夜間遅い時間や朝早い時間の
テレビまたはラジオの音が大き
くてうるさいので何とかしてほ
しい。 

それぞれの利用者から聞き取りをして
事実確認を行った。どうしてもテレビや
ラジオを夜中に使用したい場合は音量を
下げるか、イヤホンの使用をしていただ
くこととした。しばらくはお願いした内
容で対応していただけた。 
夜間の遅い時間に部屋の外に音漏れを

するほどの音量であれば居室の中に訪問
させてもらい、音量の調整をさせていた
だくこととし、了承していただけた。 

14 
特別養護老人

ホーム 
家族 

① 面会時に手が汚れており、爪
も伸びている。 

② 義歯が黒く汚れているのが
気になる。 

①については、自分で洗われる方であ
るが、確認していくこととした。爪切りも
定期的に行うこととした。 
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

②については、協力歯科医にも相談し
て対応策を検討した。利用者が鉄剤を服
用されており、定期的にポリデントにて
洗浄していることを家族にも説明し、現
状の対応で継続していくことに了承して
いただいた。 

15 
特別養護老人

ホーム 
家族 

本人宛の書類の中身を確認せ
ずに代理人へ送らないでほしい。
まずは本人へ見せて欲しい。との
申出があった。 

本人は理解が難しいことから、施設で
一緒に内容確認後、郵送することとした。
家族からは「それでよい。」との返答があ
った。 

16 
特別養護老人

ホーム 
利用者
本人 

トイレ介助や着替えの際に「男
の人は足を高く持ち上げられる
ので怖い。こけたら骨を折る。優
しくしてほしい。」また、居室にも
どり、介助バーを持って立った際
にも「男性は荒かけんここで頭を
打ったこともあった」との申出が
あった。 

本人へ謝罪を行った。支援方法（声掛
け・移乗など）の確認を行い、丁寧な支援
を行うこととした。 
本人へその後はどうか確認すると「最

近は大丈夫」とのこと。 
定期的に確認を行うようにした。 

17 
特別養護老人

ホーム 
家族 

携帯電話とスマホの2台を本人
のベッド上に置いてほしい。本人
に電話するけど繋がらないので
毎回職員が切っているんでしょ。
そうでなければ本人が電話に出
ない証拠はあるんですか。 

事実確認を行い、孫2人（1人はTV電話）、
CM、ケア支援長、ユニットリーダー、生活
相談員同席で報告会を行ったが、ユニッ
ト家族間の信頼関係の再構築が難しい状
況であった。 
ユニット移動の際に家族へユニット内

でできることと、できないことを確認し、
電話の時間帯もこちらから提案を行っ
た。 
ユニット家族間で内容確認をしたうえ

で移動してもらったところ、その後、家族
からのクレームは聞かれていない。 

18 
特別養護老人

ホーム 
家族 

職員の対応が荒い。自分のペー
スで進めるから、声を荒げてしま
った。 

利用者と対応した職員に苦情の内容を
確認し、利用者に謝罪した。利用者に対し
ての言葉使いや声の大きさ、表情等につ
いて当該職員に指導した。 

19 
特別養護老人

ホーム 
家族 

部屋の隅に埃が溜まっていた。
食べかすのような物も落ちてい
た。 

部屋の状況確認。外部の清掃業者が定
期的に清掃しているが、合間に介護スタ
ッフでも可能な限り清掃することとし
た。申出人にその旨説明し、了承を得た。 

20 
特別養護老人

ホーム 
家族 

面会途中にシルバーカーのか
ごの中から、家族がマスクを両手
に抱えて持ってこられ「この前の
面会時も入っていたので持って
帰った。今日もみたら入ってい
た。時々シルバーカーの中の確認
も行ってほしい」と言われた。 

家族に謝罪し、当日の介護職員のリー
ダーに報告し、対応を話し合うよう申し
送りを行った。また、その利用者の担当職
員にも翌日出勤時あったことを申し送り
を行った。 
利用者はマスクをまだ使える、もった

いないと思われ収集されていたようで、
不衛生でもあるため、定期的に確認する
よう職員間で話し合い、徹底することと
した。 
また家族にも後日、担当職員から定期

的なお手紙の中で、謝罪と今後の対応に
ついての報告を行った。 

21 
特別養護老人

ホーム 
家族 

利用者の家族に対して電話応
対の苦情。 

食事が中々摂取出来ないので、体重が
６㎏減っているため、家族へ看取りのお
話しをした。家族は、看取りという言葉に
驚かれ苦情となった。 
家族に直接お会いし、担当医を交えて

現状の説明をした。家族へ看取りの話を
する際は、オブラートに包むように連絡
するようにした。 
直接、看取りという固有名詞を言うと

家族が驚かれるので気を付けなければな
らない。 
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

22 
特別養護老人

ホーム 
家族 

面会のため、家族が来設。本人
の体調不良あり、玄関ドア越しで
の面会に了承いただき、対応し
た。利用者は補聴器を使用してお
られるが、家族から「聞こえない
様子で、話をしたくてもできな
い。施設として何らかの対策を検
討してもらわないと困る。」との
苦情があった。 

上司へ報告し、家族へ相談を行う旨の
説明を行ったところ了承されたため、施
設長へ苦情内容報告を行った。 
施設長は「特別な対応はできない。重度

の入居者も多く、感染のリスクがある際
は玄関ドア越しでの面会を継続してい
く。」とのことだった。 
本件について、施設入居者の状況を説

明し、感染の状況に応じて随時対応を行
っていく旨の説明を行ったところ、家族
は了承された。 

23 
特別養護老人

ホーム 
利用者
本人 

夜間、職員から「トイレの回数
が多か。」と言われたり「居室の入
口に立っていてトイレの手伝い
をしてもらえなかった。」との苦
情があった。 

職員間で苦情について次のとおり改善
に向けた会議を開催した。 
利用者へ不快な思いをされたことのお

詫びを申し上げ、今後十分注意を払い安
心して過ごしていただきたい旨伝えるこ
ととした。 
家族へ状況を報告し、お詫び申し上げ

改善していく旨を伝えたところ、「これか
らも宜しくお願いします。」との言葉があ
った。 

24 
特別養護老人

ホーム 
利用者
本人 

面会時に家族から「(本人は)
『職員の言葉が強い、トイレに行
きたくても「人がいないから。」と
言って連れて行ってもらえない。
パットにしてよか。』と言う。我慢
に我慢をして『トイレ。』と言って
いるのにひどい。また、『寝た時に
カーテンを閉めてくれと言って
もしてくれない。眩しいのにこの
ままだったらここに居れない。他
所に行こうと思っている。』と言
っている。」と涙ながらに訴えら
れた。 

家族による面会の際に訴えられたた
め、その場で利用者と家族に不快な思い
をされたことへのお詫びを申し上げ改善
していく旨を伝えた。 
面会後改めて利用者から内容を確認

し、今後十分注意を払い安心して過ごし
ていただけるよう努めていく旨を伝え
た。 
その後、身元引受人である長男様へ内

容を伝え、お詫び申し上げ改善していく
旨を伝えた。 

25 
特別養護老人

ホーム 
家族 

利用者の衣類の管理について 
利用者の家族が肌着を持参し

たため衣類整理をしようとタン
スの中を確認すると、すでに肌着
が５～６枚入っていたため、家族
は「肌着が足りないと言われて持
ってきたのに、タンスの中に何枚
もあった。見たらわかるでしょ
う。タンスの中に入っているもの
を使ってください。持ってきた分
は持って帰るので必要な時に言
ってください」と気分を害したよ
うに話された。 

家族が次回来所時に、確認不足の点と
今後は確認を行う旨をお話しし、謝罪を
行ったところ了解された。 

26 
特別養護老人

ホーム 
家族 

「担当者会議でケアプランを
見ながらの説明がなかった。ま
た、ケアプランと状態の報告に整
合性がなかった。」との申出があ
った。 

担当ケアマネジャーに相談し、対応を
検討した。 
ケアプランを作成し直し、再度説明を

行った結果、納得された。 

27 
特別養護老人

ホーム 
利用者
本人 

職員の言動で嫌な思いをした。 
「コールを何回も押さないで。

なんですか。」と言われたなどと
投げやりな言葉かけがあった。ま
た、「物を触らないで。」と強い口
調で言われた。「嘘の咳をした。」
と言われた。 

所属長へ報告。該当職員への聞き取り
を行うこととした。 
苦情解決責任者と所属長、関係職員で

協議し、協議の結果を利用者へ報告した。
また、該当職員から利用者への謝罪の意
向があったため、利用者も受け入れられ
た。 

28 
特別養護老人

ホーム 
利用者
本人 

介護支援専門員の態度に対し
て無意識の思い込みが原因で解
釈のズレが生じ、約1年間にわた

事実確認を行ったところ、利用者の思
い込みであったことが判明し、利用者も
納得された。しかし、1年以上も前のこと
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り利用者が悩んでいた旨の相談
があった。 

でもあり、ケアマネの心身の状況で、もし
かしたら利用者を不快若しくは不安にさ
せてしまう態度をとっていたのかもしれ
ないので、対応する際の自分自身の表情
一つで不安にさせてしまうこともあるこ
とを常に意識しながら対応していくこと
とした。 

29 
特別養護老人

ホーム 
家族 

入所中の母に使ってもらおう
と、毛布を持参した。面会制限が
あるので、職員に預けた。2日後に
面会は出来たのだが、預けていた
毛布が袋に入ったまま、ベッド横
の車いすのハンドルに下げてあ
った。それを見てものすごく悲し
くなった。 

申出時には、残念な思いをさせてしま
ったことをお詫びし、経緯の確認及び改
善策については時間をいただき、翌日改
めてお詫びするとともに説明を行った。 
説明については聞いていただけたが、

信頼の回復に至らず退所となった。 

30 
特別養護老人

ホーム 
家族 

母から「着替えがない。」と連絡
があったが、次の日には「みつか
った。」と連絡があった。 
その後、母から「衣類があっ

た。」と連絡があるまでの間に、仕
事中にもかかわらず何度も衣類
の件で電話があった。 
施設側が衣類の所在を把握し

ているのであれば、母になるべく
早く説明をしていて欲しかった。 

苦情担当者が家族へ謝罪し、介護職員
へ改善を講じるように促した。 
また改善策を検討していく旨を家族へ

伝えた。 
本人から家族へ自身の携帯電話で連絡

していることは職員も把握していたの
で、今後は連絡内容に気付いた時点で、本
人への衣類の説明及び家族への施設から
の連絡を実施していくこととした。 

31 
特別養護老人

ホーム 
家族 

「面会の際、右腕や足に傷・か
き傷のような跡が多数あり、処置
もされていないと思われ、これは
どういうことなのか。傷等につい
ても何も聞いていない。本人は、
言葉を発しないし、夜も寝なかっ
たりすることがあるので、手荒い
事をされているのではないかと
疑念している。」と不信感を抱か
れた。 

家族からの意見、訴えを細かく何度も
傾聴し、苦情解決責任者や苦情受付担当
者をはじめ、ユニットスタッフ、各部署責
任者を交え何度も家族の求めに応じて話
しを伺う場を設け、納得されるまで話し
をすることでひとつひとつ疑念点を解決
していった。 
傷跡ができた原因を究明したところ、

機械浴での入浴の際に器具が当たってし
まっていた可能性があった。また、肌の乾
燥防止や生活の場において体が当たって
危険な箇所には保護カバーをするなど周
辺環境の整備等の対応策を検討、実施し
た。 
話しをすることで家族の気持ちも少し

ずつ解れ、理解は進んだ。 

32 
特別養護老人

ホーム 
家族 

家族から本日退所後、「荷物確
認するとガーゼ（透明ビニール袋
に入れていた）が入っていなかっ
たが、忘れていないか。」と確認の
電話があった。 
「更に、電話を対応したスタッ

フにガーゼが無いか尋ねたが、
『ありません。』の一点張りで話
にならない。普通は『確認してみ
ます。』と言わないのですか。」と
の苦情があった。 

電話対応した職員へ確認すると、「入所
時、自分が薬を取り出した際、ガーゼは入
っていなかったため。」とのことだった。 
再度、施設内にないか確認したところ、

返し忘れていたバッグがあった。そのバ
ッグは送迎車の中で、持ち出し中だった。 
その中を確認すると、透明ビニール袋

に入っているガーゼを発見した。 
返し忘れていたバッグと一緒に返却と

謝罪を行った。 
その後、相談員も謝罪の電話を入れた

ことから家族も納得された。 

33 
特別養護老人

ホーム 
家族 

食費の値上げについて 
申出人から施設部長に苦情の

申出があった。 

食費の値上げに伴い、施設利用料金表
について、改正した内容の詳細説明を行
った。 
食材費等の高騰のため、これまでの仕

入れ先の見直しや、商品の変更等を行い、
利用者に負担を掛けないように、当事業
所も努力してきたが、長期にわたる物価
上昇により影響を受けている状況などの
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説明を行ったところ、食費の値上げにつ
いての理解を得た。 

34 
特別養護老人

ホーム 
利用者
本人 

「朝（の離床前に）オムツ交換
をして欲しいが、介護職員から
『もったいないですよ。』と発言
を受けた。朝（離床前に）オムツ
交換をしてもらわないと気持ち
が悪いので交換をして欲しかっ
た。また、ひとりが使えるオムツ
の枚数が決まっているのか教え
て欲しい。」との申出が看護職員
が居室を訪室した際にあった。 

看護職員から施設課長へ報告があり、
施設課長が申出人へ謝罪と苦情内容につ
いての確認を行った。 
苦情内容の確認を行った施設課長が当

該介護職員と面談を行い、経緯説明を求
めた。 
「介護職員は申出人から要望を受ける

1時間前にオムツ交換を実施していたの
で、再度交換するのが手間である。」とい
う意味であったとのこと。 
しかし、「発言は申出人に対しては言っ

ておらず、申出人が聞こえていたのであ
れば独り言が聞こえてしまったのだと思
う。」とのことであった。 
施設課長と当該介護職員が申出人に対

して、今回の介護職員の発言についての
説明を実施した。今後オムツ交換の時間
を検討する旨を伝えたところ、申出人は
納得された。 

35 
特別養護老人

ホーム 
家族 

入居者がコロナ陽性となり、そ
の隔離期間に踵部褥瘡が形成さ
れた。そのことで家族から、「施設
の介護が不十分。」との指摘を受
け、さらに「施設が講じている感
染症対策が不十分で、感染防止に
対する施設職員の意識が低い。」
との指摘があった。また当件に乗
じて、日常から気になっていたと
いう介護内容（入浴、体位交換な
ど）についても意見をいただい
た。 

まずは当該入居者の感染症及び褥瘡形
成の事実について謝罪した。 
その後、感染隔離中の介護内容につい

て説明、感染症対策については当時施設
で実施していた内容とその意図を詳細に
説明した。次に、感染症に対する職員の意
識の低さについて、どの場面でそのよう
に感じたのか聞き取りを実施。日常から
気になっていたという介護内容について
は、一つ一つ内容を聞き取り、施設側の意
図を説明した後、今後の改善について家
族の意見と実施可否について擦り合わせ
を行った。 
謝罪は受け入れていただき、当面は感

染症の拡大防止に注力しつつ、褥瘡も完
治まで尽力することで家族は了承され
た。 
数日後、電話にて介護内容改善につい

て検討の結果を伝えたところ、「動いてい
ただいてありがとうございます。先日は
強く色々言いすぎてすみません。今後も
よろしくお願いします。」との言葉をいた
だいた。 

36 
特別養護老人

ホーム 
家族 

家族から、「本人と携帯で話し
た際いつもと違う様子に違和感
を持ち施設へ問い合わせた。本人
が他者への暴言、暴力行為があ
り、気持ちを落ち着かせる薬を服
用中の説明を受けた。病名を尋ね
たが、『個人情報の関係があるの
で私からはお答えが出来ない。医
師からの説明の場をつくっても
らうことは出来る。』との回答だ
った。県外在住なのに、そのため
に帰省しなければならないのか。
家族なのになぜ教えてもらえな
いのか。対応した看護師の対応が
反抗的で気分を害した。」という
内容の苦情があった。 

配慮の無い言動が家族を不快にさせた
ことについて、対応した職員を厳重注意
した。 
苦情受付担当者から、家族へ連絡し謝

罪した。対応した職員には厳重注意を行
った旨伝え、近況報告が出来ていなかっ
たことに対してもお詫びした。家族への
謝罪と説明を行ったことで了承いただい
た。 
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37 
特別養護老人

ホーム 
家族 

定期受診されている利用者家
族から、「今、病院に来院したが窓
口で『今日はキャンセルになりま
した。』と聞いた。次回の受診日は
いつですか」と問い合わせがあっ
た。 

毎月定期受診に家族が同席されていた
が、今回施設都合で受診の日程を変更し
ていた。 
家族が病院へ同席されることの把握・

周知が出来ていなかったことで、せっか
く足を運ばれたことへの配慮が欠けてい
たことに気付いた。 
電話で当日キャンセルになった事の謝

罪を行ったところ、「次回受診の際、日程
が合えば再度同席する。」とご理解をいた
だいた。 
以降は、日程調整後、連絡をすることで

了承を得た。 

38 
特別養護老人

ホーム 
家族 

利用者の外来受診の日程を家
族と共有していたが、当日スタッ
フが認識しておらず、診療所にい
た家族から事業所に連絡が入り
発覚した。 

家族から連絡を受けた後に、直ぐ本人
を受診先へお送りして家族と合流して謝
罪した。 
相談部と医務間で受診日程の情報共有

を強化することとした。 
次回の受診日程が解った時点で即カレ

ンダー等に記載することを習慣づけ、再
発を防止する方向であることを家族に伝
えたところ了承された。 

39 
特別養護老人

ホーム 
 

家族 

家族から、「（利用者が）夜間帯
の興奮時は自宅へ電話をしてほ
しい。」と強く希望あった。 
その日、夜間帯に興奮があった

ため、家族へ対応の電話をした
が、深夜の連絡となってしまった
ため、家族から「連絡する時間を
考えてほしい。」との申出があっ
た。 

夜勤者がすぐに苦情受付担当者(ユニ
ットリーダー)へ報告した。 
翌朝、ユニットリーダーが電話で家族

に謝罪し、今後このようなことが無いよ
う指導することを伝えた。 
家族から、休日や夜間電話対応できる

日時を詳しく知らせていくただくことと
した。 

40 

特別養護 
老人ホーム
（ショートス

テイ） 

家族 

家族から「入浴時お湯が熱かっ
たため、介護者に訴えたが『大丈
夫。』とそのまま入浴介助を進め
られた。本人は『もう泊まりには
絶対行かない。』と言っている。訴
えがあった時は話を聞いて欲し
い。」との申出があった。 

次の日、本人がデイ利用のとき、デイ主
任へ話されたため、デイ主任が謝罪した。
本人はデイ終了時にはそのことを忘れて
おられたため、次のショートステイ利用
は本人の聴き取り等は行わず、通常通り
利用していただいた。 
家族へは同日、介護担当者から状況報

告、謝罪を行い、後日改めて生活相談員か
ら家族・居宅ケアマネへ状況説明・謝罪を
行った。 
担当した介護職員への指導を行い、家

族も納得した状況で、再度ショートステ
イを利用していただいている。 

41 

特別養護 
老人ホーム
（ショートス

テイ） 

家族 

短期入所利用中の利用者が帰
宅直前に転倒された。病院を受診
したところ、右大腿骨骨折との診
断を受けられた。 
転倒後に受診相談をする際、家

族には電話で謝罪した。 
受診支援時は、付き添いの職員

が病院で直接謝罪を行った。 
利用者は手術をした方が痛み

も回復も早いとのことで入院さ
れたが、入院後しばらくして、家
族から「事故を起こした際のマニ
ュアルはないのか。自宅に来ての
謝罪はないのか。」と施設の対応
に不満を訴えられた。 

連絡を受けて、後日、担当ケアマネと特
養相談員、主任生活相談員で自宅を訪問
し、謝罪を行った。 
その際、「転倒につながるような動きを

することは施設の方も予測がついたので
はないか。」と言われたので、転倒された
経緯を説明し、食事介助中で施設側の見
守りが十分にできていなかったことが事
故につながり申し訳なかったと改めて謝
罪した。 
家族は、「このまま何も対応をしてくれ

ないのかと不安になり、きちんと説明を
してほしかった。」とのことだった。 
施設の方から自宅を訪ね、見守りが十

分にできていなかったことを謝罪した。
謝罪後、家族へ今回の事故の対応につい
て保険を適用することを検討しているこ
とを伝えた。 
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家族からは、「自分たちからも入退院や
本人の状況等連絡を入れるので、施設か
らもどのような対応をするのか逐一連絡
を入れてほしい。」とのことだった。話し
合い後は口調も穏やかになられていた。 

42 

特別養護 
老人ホーム
（ショートス

テイ） 

家族 

① ショート利用時の衣類が除
菌シート使用により脱色して
しまった。 

② 当日の入院予定で家族が仕
事を休み、自宅待機していた
が、入院が翌日へ変更となっ
た。 

① 家族から報告あり、介護職へ状況確
認を行ったところ、食べこぼしをふき
取る際は除菌シートの使用はしないこ
ととした。また、利用前に洗濯できるよ
うな衣類の持参を依頼し、他のショー
ト利用者へも同様にチラシにて周知し
た。 

② 家族から催促の連絡があり、施設か
らも病院へ問い合わせを行った。家族
に謝罪し、状態変化の際はその都度、連
絡を家族へ入れることとした。また、病
院での本人の状況を聞いて家族へ報告
するようにした。 

43 

特別養護 
老人ホーム
（ショートス

テイ） 

家族 

「ショートステイから帰宅さ
れた後、利用者がカバンから衣類
を出してしまっているので、どれ
が洗濯物か分からない。」との申
出があった。 

今回は、すべての衣類が洗濯済みであ
ったことを電話にて家族へ伝えた。 
電話では、興奮されていたこともあり、

こちらの説明についてなかなか聞き入れ
ていただけない状況がみられたことか
ら、日を改めて荷物の取扱いについて家
族と検討を行った。 

44 

特別養護 
老人ホーム 
（ショートス

テイ） 

家族 

本人が自宅で尿取りパッドを
トイレに流して詰まらせてしま
うので、短期入所の退所時は尿取
りパッドを使わないようにして
いた。しかし、前日の短期入所の
退所後、自宅のトイレが詰まって
いる。尿取りパッドをあてて退所
したのか確認してほしい。 

退所前にトイレ誘導した状況を施設職
員に確認すると、尿取りパッド内に多量
の排尿があったため、自己判断で尿取り
パッドを使用したことが判明した。 
家族に連絡し謝罪した。家族が水道工

事業者に依頼をしている状況だったた
め、施設事業部長が自宅を訪問した。 
作業の結果、施設で使用していた尿取

りパッドが見つかったため、作業費用を
施設負担で支払うこととした。 
家族から、「対応ありがとうございまし

た。」との話があった。 

45 

特別養護 
老人ホーム 
（デイサービ

ス） 

家族 

① デイルームに職員が2名いる
にも関わらず、転倒状況を見て
いないのは何故か？ 

② 事故状況について、職員から
連絡があったが名前を名乗ら
なかった。 

③ 入院と分かっているのに入
院準備をしてない。 

① 相談員が自宅を訪問し謝罪を行っ
た。食事介助や食器の片付け中で、目を
離した際に転倒されたことを説明し
た。 

② 名前を名乗らなかった職員には、今
後必ず名前を名乗るように指導した。 

③ 入院先の病院への入院時は、入院セ
ットを借りるようになっていることを
説明した。 
上記内容を説明し了解いただいた。見

守りの強化を行うこととし、電話の際は、
必ず名前を名乗るようにした。 

46 

特別養護 
老人ホーム 
（デイサービ

ス） 

利用者
本人 

お迎えの時間になっても迎え
が来なかったため、本人から「送
迎はまだですか？」と怒った口調
で連絡があった。 

すぐに別のスタッフがお迎えに行き、
謝罪をしてデイにお連れした。しばらく
は不機嫌だったが、その後は徐々に普段
通りの表情に戻られた。デイ利用も継続
されている。 

47 

特別養護 
老人ホーム
（デイサービ

ス） 

家族 

通い利用の送りの際、荷物のバ
ッグの中に箱ティッシュが破け
ていた、使用済みのティッシュも
入っていたとの電話あった。 

職員へ確認したところ、本人が使用済
みのティッシュをバッグに入れるのを職
員がみており、箱ティッシュも本人が破
っていたことが判明する。些細なことで
も情報を職員間で共有し、帰る前に必ず
バッグの中身を確認する。 
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

48 

特別養護 
老人ホーム
（デイサービ

ス） 

家族 

デイサービスから帰宅後、家族
（夫）から「補聴器がない。今日
は付けて行ったかどうか。」と申
出があった。 

デイサービス内を探すが見当たらなか
ったため、家族（夫）に了承を得て自宅へ
探しに行った。 
いつもデイサービスに持参している赤

い洗濯物入れに本人が補聴器を外して入
れていたが、家族が中身を確認せずに洗
濯機で洗っていたため、補聴器は水でぬ
れていたが、異状なく正常に作動してい
た。 
決まり事として、迎え時に確認するよ

うに決まっていたが当日は職員による確
認ができていなかった。 
補聴器はメンテナンスの代替品だった

こともあり、「もし紛失したり壊れたりし
ていたら、謝って済む問題じゃない。再度
改めてほしい。」と苦言があった。 

49 

特別養護 
老人ホーム
（デイサービ

ス） 

近隣住
民 

デイの送迎車がアパートの玄
関近くの邪魔になる所に停めら
れているので気を付けてほしい。 

苦情申し立てがあった際に、電話にて
謝罪した。 
送迎時の運転には気を付けることと

し、駐車場所も決められた場所や邪魔に
ならない所に駐車するようにした。 

50 ケアハウス 
利用者
本人 

利用者間のトラブルに対する
施設の対応について 

施設との話し合い、第三者委員との話
し合い、最終的に家族を交えての話し合
いを数回行ったところ、利用者ともに居
室を変更し、今後互いに干渉しないこと
で了承された。 

51 ケアハウス 
利用者
本人 

入居されて初めての請求書を
食堂で渡したことについて腹が
立ったと訴えあり。「然るべき場
所で課長から説明をして渡すべ
きだ。」と言われた。 

十分に説明をしないでお渡したことを
謝罪して、食費や電気代など月ごとに代
わる費用については、翌月に計算して、請
求することを説明した。 
ご指摘いただいたことを、今後入居さ

れる方の説明に役立てるようにすること
をお伝えしたところ、「分かってもらえれ
ば良い。」と納得された。 

52 ケアハウス 
利用者
本人 

髪の毛が落ちていたことから、
「お風呂場の清掃が不十分だ。清
掃担当の職員は目が見えてない
のか。」と興奮した様子で話され
た。 

しばらく傾聴後、丁重に謝罪し、今後こ
のようなことが無いように職員間で徹底
しますとお話しした（カスタマーハラス
メント気味の内容であった）。 

53 ケアハウス 
利用者
本人 

利用者から「服が部屋から無く
なった。」との訴えがあり、翌日以
降も他の職員に同様のお話があ
った。その際、職員が「部屋は探
されましたか？」と声をかけたと
ころ、利用者が立腹された。 
後日、利用者から「認知症扱い

されているように感じた。」「上か
ら目線の言い方だった。」「もっと
寄り添って話を聞いてほしい。」
とのお気持ちが寄せられた。 

利用者および関係職員へ聞き取りを行
ったうえで、施設長・課長・対応した職員
の3名で利用者のお部屋を訪問し、謝罪を
行った。利用者にはご納得いただき、ご了
承いただいた。 
また、結局服は見つからなかったこと

から、「盗難ではないか、防犯カメラで確
認してほしい。」とのご要望があり、カメ
ラ映像を確認した結果、盗難の事実は認
められなかった。 
言葉遣いについては、相手の受け取り

方を意識し、より丁寧で配慮ある対応を
心がけるよう指導した。 
物が見当たらない場面では、他者を疑

う傾向があることを踏まえ、利用者の自
尊心を傷つけないような対応を徹底する
こととした。 
今後は、こうした事例を踏まえた振り

返りを、毎月実施している。職員会議の中
でも継続的に行っていくこととした。 

54 ケアハウス 
利用者
本人 

居室の天井から水漏れがして
いるようだ、居室の照明、クーラ

水漏れをしている居室の真上の方の居
室の洗面台がつまっていたこと。また、水
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

ーが付かなくなってしまった。確
認してほしい。 

の止め忘れが原因で下の階への水漏れが
発生していることが分かった。 
職員が手分けして、居室内の漏れてい

る所を拭き上げ、電気系統は業者を手配
した。また、９月のことであったため、居
室内の涼しさを保つため、廊下から扇風
機にて風を送り足元はセンサーライトで
対応した。 

55 
養護老人 
ホーム 

利用者
本人 

夜間支援員に「居室前のトイレ
を女性利用者3名で使用してい
る。ほかの方かもしれないけど、
便器内にトイレットペーパーが
多量にあり、便器内の洗浄が2時
と4時に行われていなかった。皆
さんにちゃんとするよう言って
ください。」との苦情があった。 

翌日のミーティング時にその報告があ
り、相談員、支援員で話し合いを行った。 
そのトイレに注意喚起のポスターを貼

ることとし、すぐに作成し実行した。その
トイレを使用される他2名の入所者へは、
相談員から、使用後の流し忘れに注意す
るよう伝えた。 

〔事例の掲載にあたって〕 

掲載した事例は、令和７年度の調査として、事業所から寄せられた令和６年度の苦情内容と、事業所

が対応した結果について、種別ごとにまとめ、用語等を整理して編集しています。 
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２ 障がい者福祉施設・事業所 
№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

1 
就労継続支援

Ａ型 
行政 

作業中にトイレに行きたいと
言ったら、「行くな。」と言われた
り、職員からにらまれることがあ
った。 

本人、該当職員へ聞き取り調査
実施。また他利用者や職員へも聞
き取り行い、事実確認行った。苦
情解決責任者、本人、該当職員に
て話し合いを実施。 
「行くな。」という言い方をし

ていた職員は確認できず、他利用
者への聞き取りでも確認できな
かった。 
しかし、毎日作業中の決まった

時間にトイレの訴えがあるため、
作業前にトイレに行ったかの確
認は行っており、言い方や説明不
足な点もあり本人が行きにくい
雰囲気を作ってしまいサビ菅か
ら謝罪を行った。 
睨んだ件については、「作業態

度について注意指導を行ったが、
改善がなくその後も作業中にふ
ざける様子が続く日があり苛立
ちが表情に出ていたかもしれな
い。」と該当職員も認め謝罪した。 
本人も謝罪を受け入れられ、自

分にも非があったことを認め謝
罪された。 

2 
就労継続支援

A型 
家族 

20代女性利用者の家族から、
「娘の携帯に同じ事業所の男性
利用者から一緒にドライブに行
こうとメールが届いている。事業
所から男性利用者に注意してく
れないか」との話があった。 

メールを送った男性利用者に
話を聞いたところ、「（女性利用者
が）アドレスを教えてくれたので
ドライブに誘った。」とのことだ
った。 
男性利用者には、「事業所で一

緒に働く仲間として仲良くする
ことは良いと思いますが、個人的
な付き合いを行う場合には、相手
の同意が必要だと思います。女性
利用者はドライブに行きたくな
いようなので、今後はドライブに
誘うようなメールを送ることは
やめましょうかね。」と伝えたと
ころ、「わかりました。もうしませ
ん」と答えられた。 

3 
就労継続支援

A型 
利用者
本人 

作業する際の服装が、利用者に
伝えている内容と異なったため
注意したところ、「ルールを守る
よう利用者に伝えるのであれば、
まずは職員が守ってほしい。」と
の申出があった。 

作業場所の担当職員の服装を
確認し、その後、利用者に説明し
た。 

4 
就労継続支援

A型 
利用者
本人 

「物販を強制的にさせられた。
また最賃を払わない。」との申出
があった。 

物販に関しては、強制的な発言
はしていない。しかし、他利用者
が購入した際に自分も買わなき
ゃと思われ、時が過ぎ「強制的」
となったのではないか。 
法人全体で最賃の支払いに関

しては、最賃除外もしていないた
め、A型で就労している場合は最
賃を支払わないことは、ありえな
いことを伝えた。 

5 
就労継続支援

Ｂ型 
利用者
本人 

利用者が支援員にちょっかい
を出した。それに対して、支援員
が笑いながら「コラ～」と言い、
首に手をかけるしぐさをしたと
ころ、利用者が「〇〇さんが首を

利用者から話を聞き、その後、
支援員からも話を聞いた。 
「いつもふざけあっている延

長上の対応だったが、怖がらせた
のであれば申し訳ない。」という
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 
絞めるしぐさをしたから怖いで
す。謝ってほしいです」と話をさ
れた。 

気持ちを利用者と支援員と苦情
受付担当者で話をした。 

6 
就労継続支援

Ｂ型 
家族 

電話にて施設へ「送迎時間に遅
れがあったことを知らなかった
ため、雨の中長い時間待たされ
た。」との苦情があった。 

保護者に謝罪の後、施設に戻っ
てきた送迎職員と運転手に聞き
取りを行ったところ、「前の利用
者宅で乗り込みに時間がかかっ
てしまったことに加え、交通渋滞
があったため、大幅に遅刻した。
遅刻していることは認識してい
たが、早く着かないとという思い
が先走り、連絡することなどは頭
になかった。」とのことだった。 

7 
就労継続支援

B型 
利用者
本人 

男性職員が特定の利用者と自
宅で飲酒をしているという話を
聞いたが、事業所として認めてい
るのか。 

苦情解決委員会を開催し、委員
代表が関係者に確認したところ
事実と判明した。 
チーム内の親睦を深めるため

との理由であったが、チーム全員
ではなく、利用者は2名のみで、う
ち1名は女性であった。また事業
所への実施、事後の報告はなかっ
た。 
職員が利用外で個人的に利用

者と飲食することは原則禁止し
ており、特別の事情がある場合
は、事前に報告するよう周知して
いる。そのため、該当職員に減給
等の処分をした。 

8 
就労継続支援

B型 
利用者
本人 

「業務中、仕事に関する話を利
用者同士で話していると、急に
『そんな事できません。』と激昂
され、その後の作業はストライキ
を起こされたかのように何も手
をつけられなかった。謝罪をして
も聞き入れてもらえない。」との
申出があった。 

その時に同行していた職員及
び本人に聞き取りを行い、くい違
いがないかの確認を行った。 
担当職員、利用者2名、管理者で

話し合いの場を持ち、利用者2名
がその時感じた気持ちについて
明らかにした。 
仕事中のため、嫌な気持ちにな

っても感情的にならず、仕事を全
うするのが義務であり、仕事を放
棄するのは他者への負担がかか
るため、控えるよう促した。 
その利用者は、「気を付けま

す。」と反省された。 

9 
就労継続支援

B型 
利用者
本人 

作業量について、二人の職員の
指示が違い、分からない。以前し
ていた作業に戻りたい。 

話し合いをして、職員の指示統
一ができていないことをお詫び
した。 
生産、出荷状況で変動するの

で、職員間の情報共有、指示の一
本化、利用者への詳しい説明をし
ていくことを全職員へ周知した。 
以前の作業は、他者との関係性

の問題や集中力を欠いていた経
緯があり、人手不足の時、応援に
行くことを提案したところ、了解
された。 

10 
就労継続支援
B型事業所 

家族 

① 一部の職員の挨拶がない。 
② 電話で相談したが、納得いく
ような回答（対応）をしてもら
えなかった。 

①、②の苦情を受け、上司へ報
告し、部署で話し合いを行った。 
その後、サービス向上委員会へ

報告。職員各自の振り返りを行
い、改善策を実施し、同じことを
繰り返さないように周知徹底し
た。 

11 
就労継続支援

B型 
利用者
本人 

足や腰が不自由なのに、送迎の
際に職員から早く車に乗るよう

当該職員へ状況聞き取りを行
なったところ、「後ろから押した
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 
急かされた。後ろから押された。
（女性利用者と女性職員） 

りはしていない、急かしてもいな
い。足が不自由な利用者なので、
車に乗る際、介助出来るよう後ろ
へ立っていただけ」とのことだっ
た。 
心理的圧迫感を感じたのでは

ないかと判断した。 

12 
就労継続支援

B型 
家族 

家族から、「（利用者が）支援員
から無視されていて、１人だけ重
労働させられている。」とメール
により苦情があった。 

施設内で直ちに支援員、利用者
への聞き取りを行ったが、そのよ
うな事実は確認できなかったこ
とを家族に説明した。 
しかし、家族は納得されなかっ

たため、行政へ報告・相談を行っ
た。 
行政、労働局は、当施設職員と

利用者へ聞き取り調査が実施さ
れたが、そのような事実はないと
結論づけられた。 
利用者本人が、利用者間トラブ

ルで注意を受け、そのことを家族
へ隠したいがため嘘をついてい
たことが分かった。 

13 
就労継続支援

B型 
利用者
本人 

申出人と他利用者間のトラブ
ルについて 
申出人から「他利用者から付き

まとわれている。監視されてい
る。なんとかしてほしい。」との苦
情があった。 

まずは申出人が落ち着けるよ
う、活動の場で申出人と当該の利
用者が一緒にならないよう活動
の計画を立て実行した。また、当
該の利用者、直接支援を行う職員
に申出人の訴えについてどう思
うか確認をとった。 
当該利用者本人、2人に関わる

支援者からもそのような行為は
ないとの返答であった。 
直接的な事実関係がないとし

ても、申出人が悩んでいることは
事実であるため、引き続き申出人
と当該利用者と一緒にならない
よう配慮を行った。 
申出人にはどうしてそのよう

に感じるのか等詳しく聞き取り
を行い、都度アドバイスをするこ
ととした。 

14 
就労継続支援

B型 
利用者 

「昼食時、A氏が独り言で『殺さ
れる。』など皆に聞こえる声で言
うのでご飯が美味しく楽しく食
べれない。」と訴えがあった。 

A氏に事実確認をしたところ、
「男性の声（幻聴）が聞こえる。」
とのこと。休憩時は他の利用者も
休憩室を使っているので、できる
だけ声に出さないように。また、
聞こえてきたことはメモに取る
ように促した。 
それでも気になる利用者には、

相談室を開放することとした。 

15 共同生活援助 
利用者
本人 

「ある職員から、挨拶をしてい
るのに、『きちんと挨拶をしてく
ださい。』と言われたり、パット交
換の際も準備してない段階なの
に『すぐ横になってください。』な
どとトゲのある言い方をしてコ
ミュニケーションが取りづら
い。」 
また、「話し方、口調、態度から

『支援してあげる。』というよう
な感じを受ける。」との申出がサ
ビ管にあった。 

所長へ報告し、所長、受付担当
者、当該職員で三者面談を行っ
た。 
当該職員が申出人に謝罪し、改

善することを約束したところ、申
出人が謝罪を受け入れ納得され
た。 
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

16 共同生活援助 家族 

職員のナースコール対応につ
いて、家族から「排泄のため、ナ
ースコールを押したら『また○○
さん？』と言われた。そのような
対応をされたら、ナースコールを
利用できなくなってしまう。これ
までも同様のことがあっている。
職員に迷惑を掛けたくないと言
い、水分摂取を控えてしまい、膀
胱炎になったこともある。ナース
コールの対応を見直してもらい
たい。」との苦情があった。 

今回、不適切な支援があったこ
とを利用者と家族へ謝罪した。 
今後、ナースコール対応マニュ

アルに沿った支援、利用者の状態
にあった支援が提供できるよう
職員に周知を図った。 

17 共同生活援助 
近隣住
民 

「（当該事業所作業場の）エア
コン室外機の音が気になるため、
室外機を移設して欲しい。」と隣
接する近隣住民から法人本部宛
てに電話が入った。 
数年前にも別の場所の機械音

がうるさいとして連絡があった
ため、以前も移設対応をとった経
緯あり。 

苦情の電話を受け、その日のう
ちに理事長が相手先へ出向き、詳
しい状況の確認がなされた。数年
前も今回も騒音と言える様なレ
ベルの音ではないと業者や複数
の職員間での見解であった。 
しかし、申出人は過敏傾向の方

ということもあり、その後、苦情
解決責任者・受付担当者・事務員
を交え内容を共有し話し合いの
結果、今回も見積もりをとり、移
設工事を業者に依頼することと
なった。 

12月の極寒の時期でもあった
ため、利用者には工事終了までの
期間はファンヒーターで代替対
応した。 

18 共同生活援助 
利用者
本人 

職員が必要ないのに、プライベ
ートなことを聞きたがる。 

職員と面談。職員会議で、日常
の会話の中で、互いにプライバシ
ーに係る話題を掘り下げないよ
う努めるとした。 

19 共同生活援助 家族 

安定剤の量が、相談もなく知ら
ぬ間に増えていたことが帰省時
に判明した。施設が薬で抑制しよ
うとしているのではないか。 

施設内での様子を主治医に伝
え、増量になっていた。これにつ
いて、看護師は家族への相談もな
く、伝えるのを忘れていた。 
保護者の不信につながったた

め、謝罪と説明を行った。 

20 共同生活援助 
利用者
本人 

特定のスタッフの態度が気に
なる。何か言われはしないかと思
い緊張する。 

申出人と担当スタッフが個別
面談を実施したところ、「申し出
たときは、状態が悪かったため訴
えたが、消化できているので特に
何も思っていない。」とのことで
あった。 
また、スタッフミーティングで

苦情があったことを報告し、入所
者と接する際の声掛け、態度、表
情などのコミュニケーションに
ついて、互いに注意点などの振り
返りを行った。 
更に、活動や訓練場面において

指導を要するような場面での関
わりのポイントを再確認し、共有
した。 

21 共同生活援助 家族 

いつも同じ服を着ている。ま
た、家族が持ってきた服を他利用
者に着せているのではないか。 

A氏はこだわりが強く、好みの
服しか着ないことや職員が衣替
えをしても自分で入れ替えてし
まうことを伝えた。 
また。個人の持ち物を他の利用

者に着せることはないと説明し
たが、納得されなかった。 
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

22 
共同生活援助 
（ショートス

テイ） 
家族 

その利用者は、毎週1泊2日定期
でショートステイを利用。 
主介護者である妻の入院療養

のため、急遽ミドルステイ利用開
始。 

3週間ほど経過した頃、妻から
電話があり、「職員のAさんという
方の対応（言葉遣いや言動）を主
人が不快に感じている。」との申
出があった。 
このことは、利用者から妻へ電

話で伝えられたようだ。 
利用者へ聞き取りを行う旨伝

え、聞き取りを行うと、A職員につ
いて、「口調が強い。」「こちらが話
をしに行くと無視するような対
応をとられた。」とのこと。 

話し合いの場を持ち、A職員と
会って直接話を聞けたことと、意
見を伝えることができたことで、
利用者、家族ともに納得された。 
利用者は、その後も妻の体調が

改善されるまで引き続きミドル
ステイを利用され、1か月強の利
用を終え退所となった。 

23 
グループ 
ホーム 

利用者
本人 

グループホーム内において、早
朝５時頃自室にて大音量で音楽
を流している状況。 
同室者で「大きな音で流さない

で」と注意をしたが聞きいれても
らえず逆に立腹する状態であっ
たため職員に訴えがあった。 

利用者には共同生活でのルー
ルを伝え、音量を上げて音楽を聴
きたい時はヘッドホンを使用し
て聴くように改善方法を示した。 

24 
グループ 
ホーム 

利用者
本人 

利用者Aさんが洗面所で利用者
Bさんに水をかけられた。 

AさんからBさんには自分(Aさ
ん)がいることは分かっており、
目で確認してわざと水をかけて
いるのに、「ごめんなさい。」と言
っているけど、本当にそう思って
いるのか。 

AさんBさんと苦情受付者と話
し合いを行いBさんからAさんへ
謝罪を行った。 
苦情受付者からBさんは高次脳

機能障害があり突発的、反射的な
行動があることを説明し、職員の
見守り不足でトラブルを回避で
きなかったことを謝罪した。 
更に後日、Aさん、Bさん、Bさん

の母親、苦情受付者と話し合いを
行ったところ、Bさんの母親からA
さんに謝罪があった。 

Aさんは、「同じ障がいがある者
同士なので気持ちよく生活した
い。」との気持ちが伝えられた。 

25 生活介護 
利用者
本人 

ズボンのベルト通し部が破れ
ていたため、注意してほしい。 

破損に至る原因として、入浴支
援を行った支援員がズボン着衣
の際、ベルト通し部を持って引き
上げていたことが判明した。 
介助を行った支援員は、その破

損に気付いていなかったため、支
援員が利用者に謝罪を行った。 

26 生活介護 
利用者
本人 

同施設の利用者から体を触れ
たり、着替えを見られたりされて
いるため、対応をしてほしい。 

当人同士とその家族を交えて
の話し合いを実施。 
話し合いにて触らず、見ないと

いう内容で当人同士の約束にて
解決した。 

27 生活介護 
利用者
本人 

「新人職員の入浴支援研修の
際、ずっと見られているような感
じがして嫌になる。私たちはみせ
ものではない。」と申出があった。 

当該利用者に部長、課長が今ま
での入浴介助支援研修の在り方
について謝罪したうえで、入浴介
助支援研修の目的の説明を行っ
た。 

28 生活介護 
利用者
本人 

連絡帳の渡し忘れについて、安
易に考えているのではないか。ま
た、渡し忘れが続いている。 

直接、利用者へ謝罪を行い、改
善内容の説明とこれからの改善
への取り組みを見ていただきた
いことを伝えたところ、ご理解を
いただけた。 
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〔事例の掲載にあたって〕 

掲載した事例は、令和７年度の調査として、事業所から寄せられた令和６年度の苦情内容と、事業所が

対応した結果について、種別ごとにまとめ、用語等を整理して編集しています。 
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３ 保育所 
№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

1 保育所 家族 

コロナが５類になったタイミ
ングで、以前のように送迎の際、
保護者にお子さんの保育室まで
来ていただくようにお願いした
ところ、「朝忙しいのに保育室ま
で連れて行かなくてはならない
のは納得がいかない。おたくらの
都合でしょ。」と電話口でまくし
たてられた。 

保育室まで来ていただくよう
にお願いした次の理由を丁寧に
説明した。 
１ 保育室から玄関口まで保育
士が出てきている間、保育室が
子どもたちだけになってしま
い、安全対策が万全ではない。 

２ 保護者さんに保育室の様子
や子どもたちの様子をいつで
も見ていただけるように。 

３ 担任保育士との情報交換が
しやすいように。 

  さらに、時間がなくてお急ぎ
の際には近くにいる保育士に
遠慮なく声掛けして子どもの
受け入れを頼んでいただいて
よいことをお伝えした。 

2 保育所 家族 

① 保護者が職員の勤務時間外
の交友関係を把握しており、
「そういった職員には信頼し
て預けられない。」といった内
容。 

② 園児同士でのトラブルでの
怪我の様子を保護者に伝え忘
れていた。 

③ 園の駐車場の砂利が、施設外
に出ている。 

① 苦情申出人と主任、園長と話
し合いの場を設けるが進展な
し。第三者委員を交えての話し
合いを提案したが、断られた。 

② 苦情申出人と主任、園長と話
し合いの場を設けようとする
が電話に出られないし、登降園
時も終始無言。第三者委員に助
言を仰ぎながら、苦情申出人と
の距離感を探りつつ、数週間か
けて話してもらえるようにな
った。 

③ すぐに掃除を行った。 

3 保育所 家族 

園児に熱がありお迎えをお願
いしたところ、「仕事が落ち着い
てから来ます。」とのお返事だっ
たが、１時間半たってもお返事が
なかったのでもう一度電話した
ら、「今急いで向かってるのに催
促の電話とはどういうことか。」
とお怒りだった。 
「仕事上そんなに早く迎えに

行けない。」とのことだった。 
結局いつものお迎えの時間と

変わらない時間だった。 

保護者の方の気持ちを受け止
めながら、保育所は集団の場であ
ること、利用者の病気が急変する
リスクを伝えて、他に行政で頼れ
る方法を考えていったり、早めに
お電話をしていくことを提案し
た。 

4 保育所 
近隣住
民 

当園の近所の方から行政へ電
話があったとの連絡があった。 
それは、「（本園の）保護者が子

どもさんをチャイルドシートや
ジュニアシートに乗せなかった
り、抱っこしたまま運転してい
る。以前にも伝えているが改善さ
れなければ警察へ通報する。」と
のことだった。 

保護者会会長へ連絡し駐車場
利用についての手紙に記載し注
意喚起を行うとともに、保護者へ
一斉メールを送った。 
また、園だよりにも記載して周

知した。 
併せて、警察に連絡し、シート

ベルトの指導を行ってもらった。 

5 保育所 
近隣住
民 

「園前の駐停車禁止区域で、園
児が保護者の自家用車から降車
している。交通ルール違反のう
え、道路を塞いでいてとても迷
惑。何度も見ており厳重注意し、
やめさせて欲しい。」と朝早く電
話があった。 

すぐに全園児世帯に一斉メー
ルで苦情の電話内容を報告。保護
者会会長にも相談。保育園と保護
者会それぞれで駐車場の使い方
の文書配布。 
園前に停車している保護者を

見かけたらその場で注意したと
ころ、保護者自身でも声を掛け合
う姿が見られた。 

6 保育所 家族 
連絡帳に書いてある表現への

苦情について 
利用者家族と話し合い、受け取

られたような保育士からの思い
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 
はないことを伝えるとともに、連
絡帳などの表現についての園内
研修を行った。 

7 保育所 
老人ク
ラブ会
員 

運動会への案内が老人クラブ
にはいくのに、区長にいかないの
はなぜか。また、来賓競技内容が
高齢者にはきつく危険に感じる
人もいる。改善してもらいたい。 

園長は苦情内容を聞き、原因に
ついて主任保育士と話し合い、誤
解が生じた理由を探った。配慮不
足と対応のまずさが原因である
と確認し、解決策を講じて申出人
に謝罪するとともに改善策を報
告した。 

8 保育所 家族 

アプリの連絡帳にて「以前は園
での子どもの様子など直接伝え
て下さっていたが、今年度になり
ほとんどない。園児への対応など
で大変かと思いますが、週に１度
でも難しいでしょうか？苦情に
なってしまい申し訳ないが、あま
りにも？と思うことが多くあっ
たため連絡しました。」とご意見
があった。 

担任がアプリで内容を確認し、
すぐに主任保育士に報告があっ
た。 
様子を確認したところ、母親に

話しかけてもあまり関わってほ
しくないように返事もままなら
ないままに帰っていくので、話し
かけられるのが苦手に見えてい
た。 
「自然と父親に話す回数が増

えていたかもしれない。文章では
伝わりにくい事もあるので、子ど
もの様子などは直接お話すれば
よかった。」との事だった。 
話しかけられるのが苦手に見

えるが、話しかけてほしいのかも
しれないので、積極的に話しかけ
るように心がけるように対応す
ることになった。 

9 保育所 家族 

門扉に不具合があり、自動施錠
が出来なくなったため、門扉を開
放していたが、防犯上不安との申
出があった。 

現状をメールにて説明。しかし
年末で業者も忙しく部品の調達
も難しく、思うように作業が進ま
なかったことで、行政に相談され
た。 
こちらの対策として、インター

ホンを押してもらいカメラで保
護者の確認は行っていること。ま
た、出入りの少ない時間帯は、建
物自体は施錠していることを伝
えた。 

10 保育所 家族 

発熱後24時間お休みのルール
を緩和できないか。 
降園後解熱し翌日は元気なの

にお休みしないといけないのか。 

保育園独自で発信しているわ
けではなく、厚生労働省の記載分
を参考にさせてもらってること
を伝え、あくまでも集団の場なの
で必ず病院受診をして先生の指
示を受けていただくこととした。 
そのうえで、当日の夜から翌日

までに熱が無ければ登園しても
大丈夫ですと伝えた。 

11 保育所 家族 

お迎えの時、担任が泣いている
本児(2歳)を抱いてトイレへ向か
った様子を見ておられ、その時の
対応に不満を持たれたことにつ
いて 
座らせ方が乱暴だったことと、

泣いている本児をひとりにして
室内へ戻ったことに対して、「泣
いてる子をひとりにさせなけれ
ばなかった理由は何か？抱っこ
したままあやすことは出来なか
ったのか？」との申出があった。 

その時の状況のすり合わせと
担任からの話を聞き、相違がなか
ったかを確認した。 
園長、主任、担任で母親が何に

対して怒っているのかを話し合
い、子どもへの対応がどうすべき
だったかの話し合いを行い、直接
謝罪に伺うことにした。 
園として今後のあり方を伝え

担任からも再度謝罪をした。 

12 保育所 家族 
登園時間が遅くなってしまう

が、担任の子どもを受け入れる態
当該職員にひとつひとつ聴き

取りを行った。 
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 
度が冷たく感じる。お集まり中、
気付いていても他の子ども達と
歌をうたい続け、15分以上待たさ
れることがあった。特に月曜日は
大泣きでの登園になってしまい
調子が悪いにも関わらず、冷たい
態度を取られてしまう。 
朝の外遊び中にも、担任本人か

ら受け入れ場所へ来てくれるこ
とはなかった。 
お迎えの時は、子どもの様子を

担任からあまり聞くことがない。 
子どもは髪の毛を長くしてい

る。「切ったらどうですか？」と言
われたため、今まで「切ったら？」
と言われたことがないのでびっ
くりした。 
このようなことが４回以上あ

るので、話がしたかった。 

泣いて登園してきたときは対
応するが、タオル・帽子掛けや朝
の支度をしているときは行わな
かった。 
母親も部屋に顔を出さずに見

ているときがあったので気が付
かなかった。 
髪の毛は「切ってとは言ってい

ない。結んできて」と母親に伝え
た。 
当該職員も他の子の対応に追

われていて保護者に対して不十
分だったかもしれないことを説
明した。 

13 保育所 家族 

子どもの食事用エプロンにカ
ビが生えていた。どこで保管して
いたのか知りたい。 

使用していないエプロンだっ
たが、早退時に返却し忘れ、５日
間園の個人棚（カゴの中）に保管
していた。 
梅雨時期でもあったためか返

却した際に、エプロンにカビが生
えていた。 
新しいエプロンを購入し弁償

し、保護者に謝罪したところ了承
を得た。 

14 保育所 家族 

他児からの噛みつきが２か月
の間に６回ほどあり、母親から連
絡ノートにあまりに頻繁過ぎる
ことに対して、今後対策などはど
うするのかの確認があった。 
夕方のお迎え時に保育士が「気

を付けてみていきます。」とのみ
伝える形になってしまい、その後
の対策をしっかり母親に話して
いなかったことで、母親も不信感
を持たれ、行政に相談に行かれ
た。 

母親に改めて謝罪をし、今後の
取り組みについて話をした。 

15 保育所 家族 

こどもを連れて朝登園した時、
ある職員の受け入れる時の態度
に不満がある。(適切ではない) 

保護者、園長、該当職員で１回
目の面談を行い、保護者のご意見
を聞いたところ、「保育園として
の対応を考えて意見が欲しい。」
とのことなので、全職員で話し合
いを行い、改善点を考えた。 
その後、２回目の面談を保護

者、園長、該当職員で行い、改善
点を伝え、改めてお詫びをした。 

16 保育所 匿名 

不適切な保育が行われている
のではないだろうか？と行政に
電話があった。 

行政から全職員に聞き取り調
査が行われ、事実確認後、調査結
果、「不適切な虐待の案件なし。」
であったことを保護者会役員会
にて話し合い、ホームページと園
だよりにて報告した。 

17 保育所 
近隣住
民 

運動会練習の音楽の音がうる
さい。自分は夜勤明けなので眠れ
ない。 

スピーカーを変えて音の出力
を落とし向きも変えてみた。 

18 保育所 
近隣住
民 

保護者の停めていた車と車の
間から子どもが見え隠れしてい
た。 

子どもたちの交通指導だけで
なく、保護者のかたへの指導を行
うことをお約束するとともに、そ
の日のうちに安心メールを使っ
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 
その子の保護者はどこにいる

のか確認してみると他の保護者
同士で話をしていて子どもを見
ていなかった。 
保護者の方にお子さんから目

を離さないようにお伝えしてほ
しい。 

て、このような事案があったこと
を周知するよう伝えた。 

 

〔事例の掲載にあたって〕 

掲載した事例は、令和７年度の調査として、事業所から寄せられた令和６年度の苦情内容と、事業所が

対応した結果について、種別ごとにまとめ、用語等を整理して編集しています。 
  

-26-



４ 認定こども園 
№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

1 認定こども園 家族 

子どもが行事（運動会）に病気
で欠席したが、翌週の登園後に担
任の先生が思ったように声をか
けてくれなかった。 

保護者と担任へ状況を詳しく
聞き取り、双方の気持ちを把握す
ることとした。 
担任なりに子どもに声をかけ

てはいたが、子どもを通してうま
くその会話が伝わっていなかっ
た。 
また、年長児で最後の運動会だ

ったため、残念だった気持ちが強
かったようで、担任への期待も大
きかったようだった。 

2 認定こども園 家族 

「遠足の時の集合写真に自分
の孫が写っていなかった。その時
に孫はどこにいたのか。園の危機
管理はどうなっているのか。この
ことに関して職員で情報共有を
してほしい。謝罪を求めているわ
けではないので謝罪はいりませ
ん。」とのことであったが、担任か
らの謝罪がなかったと立腹され
た。 

その時のお子さんの様子と職
員の対応について話した。職員会
議で情報の共有をした。 
集合写真等掲示する場合、漏れ

ている子どもがいないか複数の
職員で確認するようにした。 
園外保育の時の子どもの把握

を徹底することを再度確認した。 

3 認定こども園 家族 

職員が間違ってアレルギーの
除去食を提供した。 
その事を保護者へ伝えると、状

況説明を求められた。 

クラスの全職員が話し合いの
場に同席し、除去食でないものを
提供した経緯を説明した。 
提供食器、トレイなどで、普通

食と区別していたにも関わらず、
間違ってしまったことに対して、
職員が声を掛け合いながら、次の
とおり、二重に確認し合うように
する事とした。 
除去食の園児に対しては、最後

に食事を提供することとし、職員
全員が確認した後に提供するよ
うにした。 

4 認定こども園 家族 

３月の新入園児説明会の個人
面談で担任が土曜登園について
父に説明を行っていた。 
当該園児は４月から母と登園

したが、３月の説明会の内容を母
が理解しておらず、行き違いが生
じたことから、父が熊本市保育幼
稚園課へ説明を求めた。 

両親共に重要事項説明書の内
容を丁寧に説明して、理解してい
ただいた。 

5 認定こども園 
近隣住
民 

近隣にお住いの方から匿名で、
「夕方の降園時に私が借用して
いる駐車場に園児が飛び出して
くることがあり、大変迷惑してい
る。何とかならないか。」と申出が
あった。 

特定の保護者に対してだけで
はなく、近隣へ迷惑をかけないよ
う、口頭と保育ICTシステムのお
知らせで厳重に注意した。 

6 認定こども園 家族 

我が子が玩具の取り合い中、顔
を嚙まれた。 
祖母の迎えで、祖母に状況説明

を行ったが、母親に直接伝えるこ
とができなかったため、「状況が
知りたい。女の子なのに顔を噛ま
れたので気を付けて欲しい。」と
母親から電話があった。 

直接伝えなかったことを謝罪
し、母親に直接連絡を入れるよう
にした。 
電話で母親に担任が状況説明

をきちんと行うと「我が子も手を
出したので、その時はきちんと注
意してください。」と言われた。 

7 認定こども園 家族 

発表会での園児代表挨拶で毎
年０歳から入園してきた子ども
全員で言っていたが、１歳以降に
入園した子ども（０歳から入りた
くても入れなかった子ども）の気
持ちも考えてほしい。 

保護者の方と直接話しをした。
職員間で話し合いをした結果、発
表会直前で練習も始めていたた
め、今回はそのまま０歳児から入
園してきた子どもで園児代表挨
拶をすることにした。保護者の方
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 
にもその旨を話し、納得していた
だいた。 

8 認定こども園 家族 

子どもを迎えに行くと、我が子
だけ玩具を片付けさせられてい
た。他の子は遊んでいた。その時
に対応した保育士の我が子に対
する言い方が嫌だった。以前もあ
ったのに何も変わっていない。 

特定の保育士に対する印象が
以前から悪く、保育士も反省し態
度を改めているものの、どうして
も偏見があり言動が許せない様
子。 
今回も何も言い訳せずに、対象

保育士が謝罪した。 

9 認定こども園 家族 

給食を食べきれない時の対応
が担任によって違う。「もう、いい
よ。」という担任もいるが、少しで
も多く食べさせようとする担任
もいる。 
「給食が嫌だからこども園に

行きたくない。」と言うので転園
も考えている。 

担任には、自分が苦情を言った
ことを知られたくないというこ
とだった。 
他にも同じような対応をして

いる職員がいるかもしれないの
で職員会議で全員に伝え皆で対
応を考えた。 

10 認定こども園 家族 

こどもが家庭で塗ったネイル
を園職員が剥がしたと言ってい
る。なぜそのようなことをするの
か。 

当該園児が在園する時間帯に
係る全ての職員に聞き取りをし
たところ該当行為は無く、本児が
自分で剥がしているところを目
撃した職員がいた。 
時系列で説明し母親が把握で

きているかを確認しながら丁寧
に対応した。 

11 認定こども園 家族 

「いつもは保護者に抱っこさ
れて登園する娘(１歳児)が、この
日は、頑張って歩いて登園したの
に慣れない先生で、あまりリアク
ションがなく娘が泣いてしまっ
た。大変申し訳ありませんが、よ
ろしければ、○○先生か○○先生
に褒めてもらうことは可能でし
ょうか？連絡するか迷ったが娘
にとっては大事なことだと思い、
ご連絡させていただきました。」
との内容が登降園管理アプリで
連絡が入った。 

連絡内容について、その時の様
子も含め園長へ報告した。 
対応職員は、本児に「知らない

先生でごめんね。」と伝え父親に
も声をかけお預かりした。 
いつもは抱っこで登園してい

たのに、この日は歩いて登園した
ことを把握していなかった。 
苦情処理受付者から父親へ電

話をし、謝罪。 
担任から歩いて来たこを褒め

るように対応したところ、現在は
泣き止み、いつも通り過ごしてい
ること伝えると安心された。 

12 認定こども園 家族 

お産を控えた娘を思っての祖
母の行動だった。 
「慣れない孫に対して園の方

から『泣いたら電話します。』と言
われ、いつ電話が来るかもしれな
いと落ち着かない日々を過ごし
ているので、もう少し気長に見て
はくれないだろうか。」と言う要
望である。 

まずは祖母の意見について、気
持ちに寄添いながら聞き、共感し
たり緊張している祖母が和らぐ
ような話の方向に持っていき、十
分に祖母の気持ちを吐き出すよ
うに聞くことに専念した。 
担任にもストレートに伝える

と傷ついてしまうので機会をみ
て話すようにした。 

10月後半には落着いて泣かず
に登園できるようになり、一緒に
入園したお友達と一緒に手をつ
ないで部屋に入ってくるまでに
変わってきた。 
本件について、そのクラスの問

題だけにせず、園全体の問題とし
て考えるようにし、常に笑顔での
対応を心がけることとした。 

13 認定こども園 家族 

園内にてケガが発生、手術を行
うことになった。通院、入院など
その後の経過がわかっていたの
で、園としてもその様子を見守っ
ていた。しかし、その姿勢につい

保護者の思いを聞き、誤解を招
く形となってしまったことや、ケ
ガに対して改めて謝罪した。 
ケガが発生したことでの今後

の改善策やケガ発生時の防犯カ
メラの視聴を行った。 
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 
て誠意がないと捉えられてしま
い、苦情の申出があった。 

 

〔事例の掲載にあたって〕 

掲載した事例は、令和７年度の調査として、事業所から寄せられた令和６年度の苦情内容と、事業所が

対応した結果について、種別ごとにまとめ、用語等を整理して編集しています。 
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５ 児童福祉関連施設 
№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

1 
児童福祉関連

施設 
家族 

利用者を抱っこしている状態
で、抱っこの手を持ち替える際に
転倒させてしまったため。 

経過観察後、病院へ受診し特に
症状が見られず納得された。 

2 児童養護施設 家族 

利用者の歯が黄ばんでいる。歯
磨きをされる時間が短い。口腔内
の細菌は虫歯、歯周病、誤嚥性肺
炎、感染症等にも繋がる恐れがあ
るのでしっかり歯磨きをしてほ
しい。 

口腔ケアの支援向上のために
歯科衛生士による全職員対象の
研修を計画し実施した。今後も１
年に１回は口腔ケアの研修を計
画し支援技術を維持できるよう
にした。 
申出者のお子様の歯の黄ばみ

は改善した旨家族からお礼の言
葉をいただいた。 

3 児童養護施設 
利用者
本人 

隣の部屋から騒音、怒鳴り声が
聞こえる。 

怒鳴り声が聞こえた時に内線
を入れて注意したり、翌日に話を
聞いたり、隣の人が困っているこ
とを伝えた。 
市の要対協（要保護児童対策地

域協議会）にも報告し面談に来所
してもらった。 
完全になくなることはないが

怒鳴り声はほとんどなくなり、気
にならなくなった。 

4 児童養護施設 家族 

面接時にフッと職員が居眠り
をした。 

申出人の家族と面談し、謝罪し
今後このようなことがないよう
に気を付けることや担当職員に
も入ってもらうことにした。 
信頼関係ができていたおかげ

で、理解していただいた。 

5 児童養護施設 家族 

入所後、初めての帰省の際に迎
えに来られた保護者から「ろれつ
が回っていない。」「薬漬けにして
いる。」等の不満と対応した職員
への暴言等があった。 

弁護士へ相談後、県・市・児童
相談所・学校・主治医等の関係機
関と連携し、保護者への対応、説
明を行った。 
最終的に県と警察の調査が入

り、保護者の訴えは認められなか
った。 
また、当該家族が転居された事

もあり、自然に収束した。 

 

〔事例の掲載にあたって〕 

掲載した事例は、令和７年度の調査として、事業所から寄せられた令和６年度の苦情内容と、事業所が

対応した結果について、種別ごとにまとめ、用語等を整理して編集しています。 
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６ 社会福祉協議会（事業所を含む） 
№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

1 
社会福祉 
協議会 

家族 

居宅サービス計画書がないま
ま、自宅でサービス担当者会議が
開催された。開催された翌日、家
族から居宅介護支援事業所の管
理者へ電話にて連絡があった。 

管理者が自宅を訪問し話を聞
くと「居宅サービス計画書が間に
合わなかった事を何とも思って
いないような言動が見られ、不信
感を持った。」と家族から指摘を
受けた。 
報告があった日に担当者が自

宅訪問し、家族から話を聞いたと
ころ、「しっかりとした説明と、計
画書が間に合わなかった理由を
伝えてほしかった。」と言われた。 
利用者、家族が自宅生活を送る

うえで不安を抱えながら介護を
されている話を聞いた。 
状況を確認してから計画書を

作成しても良いだろうと安易な
考えであったことを自身で反省
し、家族へ謝罪した。 
「自分が感じたことははっき

り言わないと気が済まない性格
だからすっきりした。話を聞いて
もらって良かった」と言われた。 

2 
社会福祉 
協議会 

利用者
本人 

「ヘルパーに問い合わせをし
たのに、違う人（担当ケアマネ）
から返答があった。ヘルパーは家
族の分の調理はできないことを
ヘルパーから説明してほしかっ
た。」 
「何故ヘルパーに聞いたこと

を包括担当者が知っていて答え
るのか不信感があった。直接、ヘ
ルパーから説明が欲しかった。」
と立腹して来所された。 

信頼されているサービス提供
責任者が対応したところ、問い合
わせの内容に対して直接返答し
なかったことを謝罪し、訪問介護
の内容については、再度説明し
た。 
担当ケアマネとの信頼関係が

構築されていなかったこともあ
るが、担当者が計画を立てられる
ため、普段から情報共有してお
り、知り得た情報は報告をするこ
とになっていると丁寧に説明。 
また、開始時に、利用者への支

援であるため、調理も家族分はで
きないと伝えておくべきであっ
たと謝罪を行った。 

3 
社会福祉 
協議会 

家族 

高齢者の健康教室で、送迎運転
手が99歳の利用者を帰宅途中で
下ろし、20ｍほど歩いて帰らせ
た。きちんと自宅まで送ってほし
い。 

家族からの電話で発覚し、運転
手に話を聞いたところ、道が狭く
運転に自信がなかったため、途中
で下ろしたことが判明した。 
苦情解決責任者から謝罪の電

話を行ったことで、「次回から気
を付けてほしい。」と言われ終結
した。訪問しての謝罪は拒否され
た。 

4 
社会福祉 
協議会 

家族 

職員との会話の中で、他人の個
人情報を話され、あまりいい気が
しなかった、別の所でも我が家の
ことを話しているのではないか
と不安に思った。 

この件に関して、利用者、家族
とお話をし、不快に思われたこと
を深く謝罪した。 
利用者、家族へは、このような

ことが二度と起きないよう、職員
に対しても指導したことを伝え
た。 

5 
社会福祉 
協議会 

利用者
本人 

生活支援員（嘱託職員）が利用
者に対してのものの言い方がき
つい。担当を交代できるのであれ
ば交代してほしい。 

生活支援員の上司が利用者か
ら申出があったことを説明し、次
回から担当を変更する旨を職員
に伝えた。 
申出者に上司がお詫びをした

うえで、指導をしたことと、担当
者を変更することを伝えた。 
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№ 事業種別 申出人 苦情内容 対応結果 

6 
社会福祉 
協議会 

家族 
訪問介護員が冷蔵庫の中を勝

手に整理した。 
利用者が謝罪を受入れられた。

私物を整理する際の当事者への
確認の徹底を行った。 

7 
社会福祉 
協議会 

利用者
本人 

ただ相談したかっただけなの
に、「後見制度を分かっています
か」など言われ気分を害した。 

謝罪し、改めて相談を受けた。 
利用者に謝罪を受け入れてい

ただいた。 
相談や質問の内容は何なのか

しっかりと話を聞かせていただ
いた上で誠意ある対応をした。 

8 
社会福祉 
協議会 

家族 

ある職員の送迎ルートだけ、他
の職員と違う。また、スピードが
速く、恐怖を感じる。 

苦情の対象者、苦情受付担当
者、苦情解決責任者で事実確認、
分析、再発予防について話し合
い、その後、他事業も含め全体で
安全運転講習を行った。 

9 
社会福祉 
協議会 

医師 

医師に書類作成をお願いした
いが時間をとってもらえず、事務
員に連絡を入れたうえで、ファッ
クスにより書類作成依頼をした
ところ、依頼の仕方についてとが
めを受けた。 

医師に謝罪の申し入れをする
ため時間をいただきたいとお願
いしたが、業務が忙しく訪問を断
られた。 
数日後、医師の指定する時間に

往訪し、改めて謝罪した。 

10 
社会福祉 
協議会 

家族 

訪問介護の利用者から緊急用
の携帯電話へ着信が20：05にあっ
た。 
所持していた職員が気づかな

いまま、翌日に気付いて折り返し
たところ、利用者本人は緊急用携
帯へ電話はしていないと言って
いる。 
本人が混乱してしまっている

のでわかるように説明をしてほ
しい。 

後日、担当ケアマネジャーと一
緒に訪問した。 
家族と本人の前で緊急携帯電

話の着信履歴を見ながら、電話を
かけたことがわかったが、電話帳
への登録がされておらず、知らな
い番号からの着信と理解してい
た。 
しかし、これまでも本人は何度

か緊急携帯の番号へ発信をした
ことがあった。 
家族の話によると本人は認知

機能の低下により、短期記憶に障
がいが出ていること、携帯の使い
方がわからなくなっているとき
があること、日常生活上でも混乱
する場面が起きている状況を伺
った。 

 

〔事例の掲載にあたって〕 

掲載した事例は、令和７年度の調査として、事業所から寄せられた令和６年度の苦情内容と、事業所が

対応した結果について、種別ごとにまとめ、用語等を整理して編集しています。 
 

７ 救護施設 
※事例の記載はありませんでした。 
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令和７年度 

福祉サービスの苦情解決に関する状況調査回答票 

 
＊次のURLまたは熊本県社会福祉協議会のホームページから御回答ください。 

〔ホームページ〕HOME＞運営適正化委員会＞苦情解決に関する状況調査      

＞令和7年度苦情解決に関する状況調査の実施について 

 〔回答フォームのＵＲＬ〕 https://forms.gle/np2h1pNJbrkCAwMi8 

＊1事業所ごとに御回答願います。 

 

事業所等名 

(施設名) 
 

事業所等 

所在地 

（住所） 

〒 

 

 

電話番号  

メール 

アドレス 
 

記入者氏名  

記入者の苦情解決体制における記入者の役割 

ア 苦情解決責任者 イ 苦情受付担当者 

ウ その他（                ） 

＊ 事業所等名の欄には、法人名ではなく事業所名（施設名）を御記入ください。 

＊ この調査は令和６年度(２０２４年度)の実績を対象とします。 

● 今後、本アンケート並びに研修会等の案内方法については、「電子メール」による御案内

に変更しますので、御協力お願いします。 

 

１ 事業所等の概要（設置主体・種別）について（該当するものに○印を付けてください） 

(1) 設置主体 
ア 社会福祉法人  イ 公立・公営 

ウ その他（                         ） 

(2) 種  別 

ア 老人福祉施設  イ 障がい者福祉施設・事業所 

ウ 保育所     エ 認定こども園 

オ 児童福祉関連施設（障がい児施設・母子生活支援施設を含む） 

カ 社会福祉協議会（事業所を含む） 

キ その他（                         ） 

 

２ 苦情解決の体制等について（該当するものに○印を付けてください） 

(1) 苦情解決のマニュアル・規

程について 

ア 作成している 

イ 作成していない 

※ 作成していない理由をお聞かせください。 

ａ 作成予定 

ｂ 運営主体の法人の規定に定めている 

ｃ 施設しおり、法人の概要等に記載している。 

ｄ その他（                ） 

(2) 第三者委員の設置につい

て 

ア 設置済み 

イ 設置していない 

※ 第三者委員を未設置の理由をお聞かせください。 

ａ 設置予定 

ｂ 運営主体である法人体制（役員・職員）で対応

しているため 

ｃ 第三者委員を設置する予算がないため 

ｄ 第三者委員として適切な人材がいないため 

ｅ その他（                ） 

＊ ２の(2)で、イ「設置していない」に○印を付けられた場合は、設問３にお進みください。 
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(3) 第三者委員の報酬等につ

いて 

ア 報酬・交通費共に支払っていない 

イ 交通費の実費を支払っている 

ウ 報酬を支払っている 

※ 以下の中から選択して金額を記載してください。 

ａ 年額で支払っている（金額：      円） 

ｂ 月額で支払っている（金額：      円） 

ｃ 日額で支払っている（金額：      円） 

ｄ その他（                ） 

(4) 第三者委員の職種と人数

について 

ア 民生委員（    人） 

イ 法人の監事や評議員（    人） 

ウ 弁護士（    人） 

エ その他（    人） 

合計（     人） 

(5) 第三者委員の活動につい

て(複数回答可) 

※ 事業所等は、第三者委員

へ確認して記入をお願い

します 

ア 事業所等から、定期的に報告を受けている 

イ 利用者等から、直接苦情を受けた 

ウ 利用者等と事業所等の話し合いに立ち合い、助言

した 

エ 事業所等を定期的に訪問している（年   回） 

オ その他（                 ） 

 

３ 苦情受付・解決状況について（該当するものに○印を付けてください） 

(1) 苦情受付件数 

（   件） 

うち 

① 解決した件数（   件） 

② 第三者委員が関わった件数（   件） 

(2) 苦情以外の受付件数 
（   件） 

 

 

※ 苦情以外とは意見・要望・相談等です。苦情と苦情以外の区別は記入者の任意で構い

ません。 

＊ ３の(1)で、０件と記入された場合は、設問７へお進みください。 

 

４ ３の(1)で受付けた苦情申出人は誰でしたか（該当する項目に○印と件数を御記入くださ

い） 

※ 合計件数は、上記３の(1)苦情受付件数と一致するように御回答ください。 

(1) 利用者本人 （   件） (2) 利用者の保護者・家族 （   件） 

(3) 民生委員 （   件） (4) 代理人 （   件） 

(5) その他 （   件） 合 計  （   件） 

 

５ ３の(1)で受付けた苦情はどんな内容でしたか（該当する項目に○印と件数を御記入くだ

さい） 

※ 合計件数は、上記３の(1)苦情受付件数と一致するように御回答ください。 

(1) 施設設備の改善 （   件） (2) 排せつ介助 （   件） 

(3) 食事 （   件） (4) 職員の言動 （   件） 

(5) 入浴 （   件） (6) 金銭管理 （   件） 

(7) 事件・事故 （   件） (8) 利用契約 （   件） 

(9) 利用料等 （   件） (10)利用者間のトラブル （   件） 

(11)人権問題 （   件） (12)その他〔     〕 （   件） 

合 計  （   件） 
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６ ３の(1)で解決した方法をお答えください（該当する項目に○印と件数を御記入ください） 

※ 合計件数は、上記３の(1)苦情受付件数と一致するように御回答ください。 

(1) 苦情申出人と苦情解決責任者・苦情受付担当者との話し合い （   件） 

(2) (1)に第三者委員を加えての話し合い （   件） 

(3) その他〔                         〕 （   件） 

合 計  （   件） 

 

７ 苦情解決の仕組みを利用者や家族へどのように周知しているかお答えください 

  （該当するものに○印を付けてください）（複数回答可） 

(1）事業所内でのポスター等の掲示 (2) 広報誌（園だより）への掲載 

(3) ホームページヘの掲載 (4) 集会・家族会での説明 

(5) パンフレットへの掲載 (6) 重要事項説明書や契約書への明記 

(7) その他（具体的に                          ） 

 

御協力ありがとうございました。 

 

【調査・回答票送信先】 

 熊本県社会福祉協議会 

熊本県運営適正化委員会（担当：中尾） 

〒860-0842 熊本市中央区南千反畑町3番7号 

 電話：096-324-5471 ファックス096-355-5440 

メールアドレス tekiseika@kumashakyo.jp 
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８ 苦情対応事例について 

 

＊ 苦情の事例がない事業所等は、様式２の提出は不要です。 

 

 

事業所等名(施設名)                 

 

＊ 令和6年度(2024年度)に寄せられた苦情について、差し支えない範囲で御紹介ください。 

＊ 御提出いただいた全事例の中から、事業所等の種別ごとに数件を事例集として編集しま

す。 

＊ 事業所等名などは公表いたしません。 

 

申出人 ア 利用者本人  イ 家族  ウ その他（          ） 

苦情内容 

 

 

 

 

 

対応の経過 

 

 

 

 

 

解決結果 

 

 

 

 

 

改善した 

内容等 

 

 

 

 

 

 

最後まで御回答いただき、ありがとうございました。 
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      〒８６０－０８４２ 熊本市中央区南千反畑町３－７ 

      ＴＥＬ ０９６－３２４－５４７１ 

      ＦＡＸ ０９６－３５５－５４４０ 

                       令和７年１２月発行 


